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◆本資料に掲載した各事業に関するご質問等は、直接、各所管課にお問い合わせください。　　　西東京市役所042-464-1311（代表）
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

1
多摩六都科学館組合負
担金

多摩北部地域（小平市、
東村山市、清瀬市、東久
留米市及び西東京市）住
民の生涯学習の推進を図
り、圏域の文化の振興に
寄与することを目的とす
る。

多摩六都科学館の管理及
び運営

多摩六都科学館の管理及び
運営に係る経費の一部を負
担する。

○ １団体
多摩六都科学館組合規
約

112,979,000 0 2,246,000 0 110,733,000
企画部
企画政策課

2
多摩北部都市広域行政
圏協議会負担金

多摩北部地域（小平市、
東村山市、清瀬市、東久
留米市及び西東京市）に
おける広域行政の推進を
図るため、広域行政圏計
画及び広域行政圏の市民
の生涯学習を推進するた
めの事業を行う。

広域行政圏計画及び文化
事業等共同事業の実施及
び専門委員会の運営等

広域行政圏の市民の生涯学
習を推進するための事業に
係る経費の一部を負担す
る。

○ １団体
多摩北部都市広域行政
圏協議会規約

3,519,000 0 875,000 0 2,644,000
企画部
企画政策課

3
四市行政連絡協議会負
担金

武蔵野市、三鷹市、小金
井市及び西東京市の市長
が、多様化する都市行政
について、情報交換及び
諸問題の協議を通じて各
市の施策への一助とする
ことを目的とする。

多様化する都市行政につ
いて、情報交換及び諸問
題の協議を行う。

四市行政連絡協議会に係る
経費の一部

○ １団体
四市行政連絡協議会規
約

40,000 0 0 0 40,000
企画部
企画政策課

4
多摩北部広域子ども体
験塾負担金

子どもに高度で大規模な
感動体験を提供する。

圏域5市(小平市、東村山
市、清瀬市、東久留米
市、西東京市)と多摩六都
科学館が連携して圏域内
の小中学生を対象に様々
な体験をしてもらう。

事業規模1,200万円
東京都市長会から8/10補助
残りを圏域5市が各市の児
童数に応じて負担

○ １団体
多摩北部広域子ども体
験塾実行委員会規約

10,162,800 0 0 0 10,162,800
企画部
企画政策課

5 全国市長会負担金

全国の各自治体間の連絡
調整を図り、地方自治体
の興隆・繁栄に寄与す
る。

市政に関し、中央・地方
の連絡調整を図るととも
に、内閣または国会に対
する意見・具申を行う。

分担金915,000円
１　人口20万人～30万人未
満の均等割額　50,000円
２　人口区分割額
865,000円

○ １団体 全国市長会会則 915,000 0 0 0 915,000
企画部
秘書課

6 東京都市長会負担金

各市間の連絡調整を図
り、市政の円滑な運営と
向上を期し、自治発展に
寄与する。

行政及び財政に関し、国
や都に対する要望活動等
の事業を行う。

分担金3,365,000円
1　一般分担金(第１期分)
1,384,000円
２　一般分担金（第２期
分)及び軽自動車税等取扱
分担金　1,981,000円

○ １団体 東京都市長会会則 3,365,000 0 0 0 3,365,000
企画部
秘書課
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7
各種研究会及び臨時負
担金

市長及び副市長が出席す
る会議等の参加費

全国の市長及び副市長の
研修･視察・情報交換等を
目的とする会議

１全国都市問題会議参加費
26,000円（2名）
２東京都市長会会議及び意
見交換会参加費　10,000円
（2名）
３全国史跡整備市町村協議
会参加費　10,000円（1
名）
４スマートウエルネスシ
ティ首長研究会参加費
16,000円（2名）

○ ４団体

全国市長会会則
東京都市長会会則
全国史跡整備市町村協
議会大会開催要項

62,000 0 0 0 62,000
企画部
秘書課

8
全国市長会関東支部負
担金

関東地区の自治体間の連
絡調整を図り、市政に関
し諸般事項を調査し、各
市の発展に寄与する。

市政に関し、中央・地方
の連絡調整を図るととも
に、内閣または国会に対
する意見・具申を行う。

分担金40,000円

○ １団体
全国市長会関東支部規
則

40,000 0 0 0 40,000
企画部
秘書課

9 日本広報協会負担金

国、地方自治体その他公
共の利益に資することを
目的として設置された団
体、組織等が、その活動
の基盤となる情報発信、
情報収集、コミュニケー
ション等をより効果的・
効率的に行うための広
報・広聴活動を支援し、
向上を図ることを目的と
している。

日本広報協会の主な事業
１.広報・広聴活動に関す
る調査・分析・研究とそ
の公表及び公開に関する
事業
２.団体、組織等の要員の
能力開発に関する事業
３.広報・広聴活動の企
画・立案・実施を支援す
る事業
４.広報・広聴活動に関す
る評価・顕彰事業

人口10万人以上の市
42,000円

○ １団体
公益社団法人　日本広
報協会

42,000 0 0 0 42,000
企画部
広報プロモーション
課

10
地方公共団体情報シス
テム機構負担金

マイナンバーを始め全国
自治体の情報システムに
関する総合的な支援を行
い、住民サービスの向上
と行政事務の効率化を図
る。

地方公共団体情報システ
ム機構の運営に係る負担
金

市及び特別区人口20万人以
上25万人未満（270,000
円）

○ １団体
地方公共団体情報シス
テム機構定款

270,000 0 0 0 270,000
企画部
情報システム課

11
東京電子自治体共同運
営負担金

都内の地方公共団体が共
同して電子自治体を実現
することにより、住民に
対する行政サービスの向
上並びに行政運営の高度
化及び効率化を図る。

協議会運営に係る技術
的、専門的知識を要する
技術支援業務と情報セ
キュリティ業務

電子自治体共同運営協議会
に係る経費の一部負担

○ １団体
東京電子自治体共同運
営協議会規約

838,000 0 0 0 838,000
企画部
情報システム課

12
社会保障・税番号制度
中間サーバプラット
フォーム交付金

マイナンバー情報連携に
おける、地方公共団体に
おいて整備が必要な中間
サーバについて、自治体
中間サーバプラット
フォームを活用し整備を
図る。

自治体中間サーバプラッ
トフォームASPサービス利
用に係る負担金

市及び特別区人口30万人未
満（3,937,000円）

○ １団体
地方公共団体情報シス
テム機構定款

8,857,000 4,920,000 0 0 3,937,000
企画部
情報システム課
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13
東京市町村総合事務組
合負担金（管理分）

東京都全39市町村の住民
の福祉を増進するために
必要な連絡、調整、相互
協力及び共同処理する事
務事業の用に供する。

自治会館の管理運営等を
行う同団体に負担金を支
出する。

○ １団体
東京市町村総合事務組
合規約

3,174,000 0 0 0 3,174,000
総務部
総務課

14
東京都市統計協議会負
担金

国又は地方行政の基礎資
料である統計の重要性に
鑑み、確実な諸資料を作
成供与するため各市の相
互連携と協力を図る。

確実な統計資料を作成供
与するため各市の相互連
携と協力を図る同団体に
負担金を支出する。 ○ １団体

東京都市統計協議会会
則

5,000 0 0 0 5,000
総務部
総務課

15
防火管理研究会負担金
（田無庁舎）

各事業所における自主防
火管理体制の確立を図
り、災害の未然防止と防
火管理意識の高揚を図る
とともに、会員相互の連
絡協調及び地域の連携を
目的とする。

防火に関する各種研修・
講習会の参加、自衛消防
隊への指導・助言の依
頼、防火防災訓練への指
導依頼

本会の目的を達成するため
に行う事業等に要する経費
について、年に一度会員で
ある各事業所が負担するも
の。
月額500円×12月

○ １団体
西東京防火管理研究会
会則

6,000 0 0 0 6,000
総務部
総務課

16 安全運転管理者負担金

交通事故を防止するた
め、安全運転管理者等の
所属する事業所の安全運
転管理の確立ならびに会
員相互の研鑽と親睦を図
る。

１交通安全対策に関する
調査研究事項
２安全運転管理者等の教
養、研修事項
３関係機関、団体ならび
に会員との連絡事項
４会員相互の親睦に関す
る事項
５その他本会の目的達成
に必要な事項

本会を運営するための年会
費として年に一度会員であ
る各事業所が10,000円の負
担をするもの。

○ １団体
田無地区安全運転管理
者部会会則

10,000 0 0 0 10,000
総務部
総務課

17
安全運転管理者講習会
負担金

自動車を使用する企業に
おいて、自動車の安全な
運転を確保するため、
正・副安全運転管理者を
対象とした講習会の参加
料を負担する。

正・副安全運転管理者を
対象とした講習会の参加

講習会を受講する安全運転
管理者１名につき4,500
円、副安全運転管理者１名
につき3,000円を負担する
もの。

○ １団体
道路交通法第108条の2
第１項第１号

25,500 0 0 0 25,500
総務部
総務課

18
東京都市固定資産評価
審査委員会審査事務協
議会負担金

固定資産評価審査事務の
必要事項の調査、研究、
協議等を行い、審査事務
の公平円滑化を期する。

評価審査事務に関する協
議会

2,000円×５人

○ １団体
東京都市固定資産評価
審査委員会審査事務協
議会規約

10,000 0 0 0 10,000
総務部
総務課

19
固定資産評価審査委員
会運営研修会負担金

委員及び事務局職員の研
修を行い、円滑な運営及
び資質の向上に資する。

固定資産税制度等に関す
る研修

1,000円×４人

○ １団体
財団法人資産評価シス
テム研究センター研修
計画

4,000 0 0 0 4,000
総務部
総務課

20
東京市町村総合事務組
合負担金（研修分）

職員の能力開発・向上・
育成のための職員研修費
用の負担

東京都市町村職員研修所
が行う職員研修事業に対
して負担金を支出する。

職員割6,082千円
均等割1,155千円

○ １団体

・東京市町村総合事務
組合規約
・西東京市職員研修規
則

7,237,000 0 0 0 7,237,000
総務部
職員課
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21 各種研修負担金

職員の能力開発・向上・
育成のための職員研修費
用の負担

他機関派遣研修等に係る
経費を助成する。

他機関への派遣研修等に要
する参加費や受講料の実費

○

各種研修
負担金
   32件
第４ブ
ロック共
同研修負
担金
   １件

西東京市職員研修規則 770,800 0 0 0 770,800
総務部
職員課

22 職員福利厚生費交付金

互助会の事業を助成す
る。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成

8,300円×1,026人
（一般会計のみ）

○ １団体
西東京市職員互助会に
関する条例、西東京市
職員互助会交付金要綱

6,216,633 0 0 0 6,216,633
総務部
職員課

23
東京都教職員互助会交
付金

都から派遣されている教
育委員会教育指導課職員
の互助会事業の運営を助
成する。

都から派遣されている教
育指導課職員２人分の交
付金

給料月額×1.3/1000×２

○ １団体 職員派遣に関する協定 44,676 0 0 0 44,676
総務部
職員課

24
東京都人材支援事業団
交付金

都から派遣されている職
員の福利厚生事業の運営
を助成する。

都から派遣されている職
員３人分（教育指導課２
人分を含む）の交付金

費用負担対象事業の執行実
績×西東京市の在籍会員数
÷当該事業の利用可能会員
数 ○ １団体 職員派遣に関する協定 11,933 0 0 0 11,933

総務部
職員課

25
東京都市町村公平委員
会負担金

公平委員会の効率的かつ
安定的な審理体制を確保
し、さらなる職員の利益
の保護と公正な人事権の
行使の確保を図る。

１.職員の給与、勤務時間
その他勤務条件に関する
措置の要求を審査し、判
定し、及び必要な措置を
とること。
２.職員に対する不利益な
処分についての不服申立
てに対する裁決又は決定
をすること。
３.前２号に掲げるものを
除くほか、職員の苦情を
処理すること。
４.前３号に掲げるものを
除くほか、法律に基づき
その権限に属しめられた
事務

職員数割1,413千円
均等割35千円

○ １団体
東京都市町村公平委員
会共同設置規約

1,448,000 0 0 0 1,448,000
総務部
職員課

26 自己啓発経費助成金

職員の勤務能率の発揮及
び増進等を目的とした、
自己啓発に係る経費の助
成

通信教育研修、資格取
得、自主研究グループ活
動に係る経費を助成す
る。

・通信教育研修：講座修了
を条件に講座受講料の２分
の１を助成
・資格取得：資格取得を条
件として２万円を上限に受
験料等の２分の１を助成
・自主研究グループ活動：
自主研究グループの活動に
係る経費を５万円を上限に
助成

○

 資格取得
   ２件
自主研究
グループ
活動
   １件

・西東京市職員研修規
則
・西東京市職員自己啓
発経費助成金交付要綱

55,000 0 0 0 55,000
総務部
職員課

4
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27
電子調達情報提供負担
金

電子調達システムを使用
し、契約事務及び検査事
務の円滑な執行を行うた
め。

都内区市町村等が共同で
東京電子自治体共同運営
協議会を運営し、電子調
達システムの利用を行っ
ており、本システムを使
用して電子による入札参
加資格審査、入札を実施
している。

電子調達サービスの利用に
伴う負担金
【経営事項審査データ取得
に係る負担金】55,016円
【CORINSデータ利用に係る
負担金】6,608円

○ １団体
東京電子自治体共同運
営協議会規約

61,624 0 0 0 61,624
総務部
契約課

28
防火管理研究会負担金
（保谷庁舎）

各事業所における自主防
火管理体制の確立を図
り、災害の未然防止と防
火管理意識の高揚を図る
とともに、会員相互の連
絡協調及び地域の連携を
目的とする。

防火に関する各種研修・
講習会の参加、自衛消防
隊への指導・助言の依
頼、防火防災訓練への指
導依頼

本会の目的を達成するため
に行う事業等に要する経費
について、年に一度会員で
ある各事業所が負担するも
の。
月額500円×12月

○ １団体
西東京防火管理研究会
会則

6,000 0 0 0 6,000
総務部
危機管理課

29 防犯協会補助金

地域における犯罪及び少
年非行の防止等、明るい
住み良い街づくりに貢献
する。西東京市防犯協会
が実施する防犯活動に対
して、補助金を交付する
ことにより、市民生活の
安全確保に資することを
目的とする。

各種犯罪防止及び少年非
行の防止のための広報活
動・街頭活動（キャン
ペーン）・防犯パトロー
ル活動をする。

防犯講演会、地区防犯座談
会、駅頭防犯キャンペー
ン、非行防止少年野球大
会、広報車による巡回広報
など、各種防犯活動に必要
な経費について補助する。 ○ １団体

西東京市防犯協会補助
金交付要綱

1,318,000 0 0 0 1,318,000
総務部
危機管理課

30 防犯活動団体補助金

市内で防犯活動を行うた
めに自主的に設立された
防犯活動団体に対し、そ
の活動経費の一部を予算
の範囲内で補助すること
により、防犯活動の活性
化を推進することを目的
とする。

市内の防犯パトロールや
声かけ運動などに必要な
防犯活動資器材・施設使
用料・印刷製本費・物品
の購入経費・講演会等の
講師に対する謝礼の一部
を補助する。

各団体が購入した防犯活動
資器材等の費用の２分の１
以内、１団体上限20万円

○ ９団体
西東京市防犯活動団体
補助金交付要綱

115,458 0 0 0 115,458
総務部
危機管理課

31 消防委託負担金

自治体ごとの単独消防で
は、消防力の有機的機能
が発揮できないなどの理
由により、消防に関する
事務を特別区の消防を管
理する都知事をして管理
させるため東京都に委託
する。

消防に関する事務で、非
常備消防及び消防水利を
除く事務委託に係る負担
金。

地方交付税法第11条の規定
により算出する委託市町村
の負担額に基づき算出した
額

○ １団体
消防事務委託に関する
規約

2,187,570,000 0 505,760,000 0 1,681,810,000
総務部
危機管理課

32
三多摩地区消防運営協
議会負担金

消防事務委託に伴う三多
摩地区の常備消防の運営
に関する都の消防計画に
ついて、知事に意見を具
申し、当該地区における
消防行政の円滑な運営と
消防力の強化を期する。

消防事務を委託した東京
都の市町村長及び議会議
長をもって組織してい
る。

会員市均等負担5,000円

○ １団体
東京都三多摩地区消防
団運営協議会会則

5,000 0 0 0 5,000
総務部
危機管理課

5
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33
西東京防火防災協会補
助金

西東京防火防災協会が実
施する防火防災活動に対
して、協会の負担を軽減
し、もって災害のない安
全で住み良いまちづくり
の確保に資する。

防火防災協会の主催又は
他の団体等との共催によ
る災害予防活動又は協会
運営のための事務費等に
対し交付する。

予算の範囲内で補助
475,000円

○ １団体
西東京防火防災協会補
助金交付要綱

475,000 0 0 0 475,000
総務部
危機管理課

34 消防団運営交付金

消防団の円滑な維持運営
を実現し、自治体消防活
動の責務を果たす。

消防団の会議、訓練・研
修等及び消防団の維持運
営に関する経費に対し交
付する。

本部運営費
350,000円+12,000円×244
名
分団運営費
450,000円×12個分団

○ 13団体
西東京市消防団運営交
付金交付要綱

8,271,200 0 0 0 8,271,200
総務部
危機管理課

35
消防団員災害補償等市
町村負担金

東京都市町村消防団員等
公務災害補償条例に基づ
き、団員等が公務上の災
害を受けた場合にその災
害によって生じた損害を
補償し、合わせて被災団
員及びその遺族の生活安
定と福祉向上に寄与す
る。

団員への公務災害補償制
度、退職報償金制度等に
係る負担金

損害補償費負担金
　1,189,458円
退職報償金負担金
　4,684,800円
消防事務費負担金
　　725,858円
賞じゅつ金市町村負担金
　　 36,600円

○ １団体

東京都市町村消防団員
等公務災害補償条例
東京市町村総合事務組
合規約

6,636,716 0 0 0 6,636,716
総務部
危機管理課

36 東京都消防協会負担金

都内消防団相互の連絡協
調並びに消防団員の知識
等の向上及び福利厚生を
図るとともに、東京都が
行う消防諸行事に参加協
力し、消防思想の普及を
徹底し災害を未然に防止
し、もって人類共同の福
祉増進に寄与する。

都内消防団をもって組織
している。

各団均等割
　34,111円
定員割
　55,128円
世帯割
　35,166円

≒124,000円

○ １団体
一般社団法人東京都消
防協会定款

124,000 0 0 0 124,000
総務部
危機管理課

37
三多摩消防団連絡協議
会負担金

三多摩地区内消防相互の
連絡協調並びに消防団員
の消防知識向上及び福利
厚生を図り、消防団の活
動を強化するとともに、
消防思想の普及等に寄与
する。

三多摩地区内市町村消防
団長及び副団長をもって
組織している。

各団均等割会　30,000円
人員割（正副団長４名、事
務局１名）　10,000円×５
団長研修（団長、事務局１
名）　22,000円×２

○ １団体
東京都三多摩地区消防
団連絡協議会規約

124,000 0 0 0 124,000
総務部
危機管理課

38
北多摩地区消防団連絡
協議会負担金

地区内消防団の連絡協調
と団員の福祉増進並びに
消防技術の向上を図り、
消防団活動を強化すると
ともに、消防思想を普及
し、住民共同の福祉に寄
与する。

北多摩地区消防団をもっ
て組織している。

各団均等割160,000円

○ １団体
東京都北多摩地区消防
団連絡協議会会則

160,000 0 0 0 160,000
総務部
危機管理課
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39
消火栓新設及び移設等
負担金

市町村はその区域内に消
火栓を設置した水道業者
に対し、その消火栓の設
置及び管理に要する費
用、その他その水道が消
防用に使用されることに
ともない増加した水道施
設の設置及び管理に要す
る費用につき、協議によ
り相当額を補償し、消防
活動に必要な最低限の消
防水利の充足に努める。

消火栓の設置、維持管理
等の費用を負担する。

管理費29,547,653円
水利用補償金283,608円

○ １団体
消防法、水道法、地方
公営企業法施行令

38,460,940 0 0 0 38,460,940
総務部
危機管理課

40 震災用井戸保存助成金

震災用井戸について、そ
の維持管理に必要な経費
の一部を負担することに
より、当該井戸の適正な
保存を図り、震災時その
他水道用水の補給が困難
となった場合において、
市民の生活用水の確保を
図る。

要綱に基づき、震災用井
戸に指定された所有者に
助成する。

毎年予算の範囲内
１件3,300円

○ 156件
西東京市震災用井戸保
存助成費交付要綱

514,800 0 0 0 514,800
総務部
危機管理課

41 防災市民組織補助金

地域における防災活動の
促進を図るため、自主的
に設立された防災市民組
織に対し、その活動経費
の一部を予算の範囲内で
補助する。

防災市民組織の防災資器
材等購入経費について交
付する。

購入経費の１/２の額（上
限20万円）。ただし、申請
額が予算額を上回った場合
は、補助額を調整する。 ○ 27団体

西東京市防災市民組織
補助金交付要綱

2,477,973 0 0 0 2,477,973
総務部
危機管理課

42
北多摩地区消防大会負
担金

地区内消防団員の志気高
揚と防災体制の確立を期
するため。

北多摩地区消防団をもっ
て組織している。

各団均等割50,000円

○ １団体
東京都北多摩地区消防
団連絡協議会会則

50,000 0 0 0 50,000
総務部
危機管理課

43
管理費及び修繕積立負
担金

ひばりヶ丘駅前出張所の
施設の管理に要する経費
に充てる。

敷地、全体共用部分等の
通常の管理に要する経費
（管理費）及び特別の管
理に要する経費（修繕積
立金）に充当

○ １団体

建物の区分所有等に関
する法律及びマンショ
ンの管理の適正化の推
進に関する法律並びに
マンションの建替えの
円滑化等に関する法律

1,064,281 0 0 0 1,064,281
市民部
市民課

44
東京都市町村戸籍住民
基本台帳事務協議会負
担金

戸籍並びに住民基本台帳
に関する諸法令の研究及
び改善、進歩を図る。

戸籍・住民基本台帳制度
の運用に係る意見交換及
び職員対象の初級・中級
研修会等の開催

○ １団体
東京都市町村戸籍住民
基本台帳事務協議会会
則

7,000 0 0 0 7,000
市民部
市民課

45
東京都市町村戸籍住民
基本台帳事務協議会北
多摩支部負担金

戸籍並びに住民基本台帳
事務について研究協議
し、適確な事務処理及び
能率化を図る。

各ケースの研究及び研究
会の開催

○ １団体
東京都市町村戸籍住民
基本台帳事務協議会北
多摩支部規約

2,000 0 0 0 2,000
市民部
市民課

7
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46
コンビニ交付運営負担
金

コンビニ交付導入によ
り、市民サービスの向上
と窓口業務の負担低減を
図る。

個人番号カードを利用し
て全国の主要なコンビニ
エンスストアで証明書等
（住民票の写し・印鑑登
録証明書・戸籍証明書・
課税非課税証明書・戸籍
の附票）が取得できる。

○ １団体
証明書等自動交付サー
ビス契約約款による団
体規模運営負担金

4,787,037 0 0 0 4,787,037
市民部
市民課

47 職員福利厚生費交付金

職員の福利厚生のための
互助会事業への助成を目
的とする。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成 ○ １団体

西東京市職員互助会に
関する条例

132,013 0 0 0 132,013

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

48
東京都国民健康保険団
体連合会保険者負担金

東京都国民健康保険団体
連合会事業の運営費の負
担

東京都全市区町村で連合
会運営費を負担する。

○ １団体 国民健康保険法 3,756,968 0 0 0 3,756,968

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

49
特別徴収経由事務負担
金

保険料を年金から特別徴
収する。

年金保険者と市間の年金
天引きに係るデータ授受
に関し、国保中央会・国
保連合会がデータの分
割・集約を行う。この経
由事務にかかる事務経費
について市が負担する。

単価１人当たり1.8円。
介護保険、国民健康保険、
後期高齢者医療保険で按分

○ １団体

保険料等の特別徴収に
係る経由事務負担金規
程（東京都国民健康保
険団体連合会）

5,674 0 0 0 5,674

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

50
療養給付負担金（一般
被保険者療養給付費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

東京都国保連合会が医療
機関からの各保険者に対
する診療報酬の請求を、
保険者に代わり審査し、
医療機関への支払を行
う。

○

  １団体
（東京都
国民健康
保険団体
連合会）

国民健康保険法 10,287,809,413 326,000 10,287,482,013 0 1,400

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

51
療養費負担金（一般被
保険者療養費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

被保険者の一部負担を超
えた額を被保険者に支給
する。

○

  １団体
（東京都
国民健康
保険団体
連合会）

国民健康保険法 140,932,792 0 140,932,792 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

52
高額療養費（一般被保
険者）

病気等で医療費の負担軽
減を目的とする。

被保険者の一部負担が限
度額を超えた場合、超え
た額を被保険者に支給す
る。 ○

  １団体
（東京都
国民健康
保険団体
連合会）

国民健康保険法 1,559,038,267 0 1,559,038,267 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

53
高額介護合算療養費
（一般被保険者）

病気等で医療費の負担軽
減を目的とする。

被保険者世帯の年間の一
部負担及び介護を合算し
た額が限度額を超えた場
合、超えた額を按分し被
保険者に支給する。

○

  １団体
（東京都
国民健康
保険団体
連合会）

国民健康保険法 1,729,416 0 1,729,416 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

8



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

54 出産育児一時金

保険者は、被保険者が出
産等した場合、保険給付
として支給する。

被保険者が出産（死産・
流産）した場合、請求に
より保険給付として支給
する。

１人488,000円。
産科医療補償制度加入分娩
機関12,000円加算 ○ 79人 国民健康保険法 38,980,014 0 0 0 38,980,014

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

55 葬祭費

保険者は、被保険者が死
亡した場合、保険給付と
して支給する。

被保険者が死亡した場
合、その葬祭を行った人
からの申請により保険給
付として支給する。

１人50,000円

○ 189人 国民健康保険法 9,450,000 0 0 0 9,450,000

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

56
結核・精神医療給付金
（一般被保険者）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、患者
負担の軽減を目的とす
る。

東京都国保団体連合会が
医療機関からの各保険者
に対する診療報酬の請求
を、保険者に代わり審査
し、医療機関への支払を
行う。

○

  １団体
（東京都
国民健康
保険団体
連合会）

国民健康保険法 20,439,636 0 20,439,636 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

57 医療給付費分

国保事業に要する費用に
充てるための納付金

東京都が推計した納付金
を納める。

○
１団体
（東京
都）

国民健康保険法 4,485,968,068 0 168,544,000 8,462,290 4,308,961,778

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

58 後期高齢者支援金等分

国保事業に要する費用に
充てるための納付金

東京都が推計した納付金
を納める。

○
１団体
（東京
都）

国民健康保険法 1,502,782,658 0 0 0 1,502,782,658

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

59 介護納付金分

国保事業に要する費用に
充てるための納付金

東京都が推計した納付金
を納める。

○
１団体
（東京
都）

国民健康保険法 555,765,405 0 0 0 555,765,405

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

60
特定健康診査・特定保
健指導国保連負担金

東京都国保連合会が行う
特定健康診査・特定保健
指導に関する事務に要す
る費用を会員が負担す
る。

東京都国民健康保険団体
連合会
東京都の国保保険者の補
助により運営

○ １団体
高齢者の医療の確保に
関する法律

3,503,875 0 0 0 3,503,875

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

61 傷病手当金

新型コロナウイルス感染
症の影響を受けた被保険
者の休業中の生活を保障
することを目的とする。

給与収入を受けている被
保険者で新型コロナウイ
ルス感染症に感染した方
又は発熱等の症状があり
感染が疑われる方で、一
定期間休業した方に傷病
手当金を支給する。

○ １人 国民健康保険法 20,748 0 0 0 20,748

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

62
オンライン資格確認等
システム運営負担金

医療機関がマイナンバー
カードから被保険者の資
格情報をオンラインで確
認することを目的とす
る。

国民健康保険中央会が運
営するオンライン資格確
認等システムに係る負担
金

国から示される運営負担金
月額単価×前年度３月末現
在の被保険者数×12月 ○

  １団体
（国民健
康保険中
央会）

国民健康保険法 1,354,812 0 0 0 1,354,812

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

63 移送費

移動困難な被保険者が、
医師の指示により、緊急
その他やむを得ず医療機
関に移送された場合申請
により支給する。

支給要件に該当する場合
に、申請により移送費と
して支給する。

○ １人 国民健康保険法 9,350 0 9,350 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特別
会計

9



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

64
特別徴収経由事務負担
金

保険料を年金から特別徴
収する。

年金保険者と市間の年金
天引きに係るデータ授受
に関し、国保中央会・国
保連合会がデータの分
割・集約を行う。この経
由事務にかかる事務経費
について市が負担する。

単価１人当たり1.8円。
介護保険、国民健康保険、
後期高齢者医療保険で按分

○ １団体

保険料等の特別徴収に
係る経由事務負担金規
程（東京都国民健康保
険団体連合会）

25,265 0 0 0 25,265

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

65 葬祭費

被保険者が死亡したとき
に、当該被保険者の葬祭
を行ったものに対し、葬
祭費の一部を助成するこ
とにより当該被保険者の
属する世帯の福祉の向上
を図ることを目的とす
る。

被保険者が死亡した場
合、その葬祭を行なった
人からの申請により保険
給付として支給する。

１人50,000円

○ 1,480人

西東京市後期高齢者医
療に関する条例
西東京市後期高齢者医
療葬祭費助成事業実施
要綱

74,000,000 0 0 74,000,000 0

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

66 療養給付費負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

病気等で医療機関にか
かった費用額のうち、自
己負担を除く医療費につ
いての負担金 ○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

1,753,501,386 0 0 0 1,753,501,386

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

67 保険料等負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

各市区町村が被保険者か
ら徴収する保険料に係る
負担金

○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

2,818,957,017 0 0 2,818,957,017 0

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

68 保険基盤安定負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

低所得者等に対する保険
料軽減措置に係る負担金

都負担分３/４
市負担分１/４
都支出金は一般会計歳入

○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

448,615,885 0 336,461,913 0 112,153,972

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

69 広域連合事務費負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

広域連合の運営に必要な
事務費等に係る負担金

○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

96,692,159 0 0 0 96,692,159

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

70 保険料軽減措置負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

保険料軽減措置に係る負
担金

○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

154,361,368 0 0 0 154,361,368

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

71 前年度保険料等負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

各市区町村が被保険者か
ら徴収する保険料に係る
負担金（前年度精算分）

○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

22,612,030 0 0 0 22,612,030

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

72 前年度葬祭費負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

各市区町村が死亡した場
合に支給する葬祭費に係
る負担金（前年度精算
分） ○

  １団体
（東京都
後期高齢
者医療広
域連合）

・東京都後期高齢者医
療広域連合規約
・東京都後期高齢者医
療広域連合関係区市町
村負担金規則

309,740 0 0 0 309,740

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療特
別会計

73 東京税務協会負担金

地方公共団体における税
財政の制度及び実務の研
究、税財政関係資料の蒐
集及び提供、税務職員の
能力向上のための支援並
びに税知識の普及啓発等
を行い税務行政の円滑な
運営に貢献し、もって地
方財政の確立及び住民の
豊かで安定した生活の実
現に寄与することを目的
とする。

・地方税財政の制度に関
する調査研究
・講演会、研修会の実施
等
・研究雑誌、図書及び印
刷物等の頒布
・納税者に対する税知識
の普及啓発

東京都及び区市町村が負担
する同協会の分担金を市町
村が均等割額と税収割額に
よりその６分の１を負担す
る。

○ １団体
公益財団法人東京税務
協会定款

85,400 0 0 0 85,400
市民部
市民税課

74 地方税共同機構負担金

地方税の電子化を推進す
ることにより、納税者の
利便性の向上を図るとと
もに地方税務行政の高度
化及び効率化に寄与する
ことを目的とする。

・エルタックス（地方税
ポータルシステム）
・国税連携（確定申告
データを電子データとし
て市町村に送信）
・年金特徴の経由機関業
務

基礎負担金
244,000円
電子申告等関係費負担金
8,617,000円
eLTAX次期更改準備資金
188,000円
国税連携関係費負担金
746,000円
経由機関業務関係費負担金
328,000円
扶養親族等申告書刷成負担
金
11,930円

○ １団体
地方税共同機構負担金
規程

10,134,930 0 0 0 10,134,930
市民部
市民税課

75
地方税共同機構負担金
（車体課税）

地方税の電子化を推進す
ることにより、納税者の
利便性の向上を図るとと
もに地方税務行政の高度
化及び効率化に寄与する
ことを目的とする。

・OSS共同利用化システム
の開発、運用及び維持管
理
・自動車税等納付確認シ
ステムの開発、運用及び
維持管理

各年度に要する車体課税関
係費総額から都道府県の車
体関係費負担金を差し引い
た額を各市町村の軽自動車
に係る台数で割った金額

○ １団体
地方税共同機構負担金
規程

459,000 0 0 0 459,000
市民部
市民税課

76
資産評価システムセン
ター負担金

資産の状況及びその評価
の方法に関する調査研究
等を行い、もって国、地
方公共団体等の諸施策の
推進に資することを目的
とする。

・調査研究事業
・研修事業
・情報収集提供事業
・評価の均衡化・適正化
推進事業

『人口20万人以上50万人未
満の市』に該当する為
120,000円

○ １団体
財団法人資産評価シス
テム研究センター会員
規程

120,000 0 0 0 120,000
市民部
資産税課

77 共同収納手数料負担金

地方税の電子化を推進す
ることにより、納税者の
利便性の向上を図るとと
もに地方税務行政の高度
化及び効率化に寄与する
ことを目的とする。

・エルタックス（地方税
ポータルシステム）

共同収納手数料負担金

○ １団体
地方税共同機構負担金
規程

1,960,105 0 0 0 1,960,105
市民部
納税課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

78
軽自動車税環境性能割
徴収取扱費交付金

環境性能に優れた自動車
の普及等により、自動車
による環境負荷の低減を
図るとともに、地方の財
源確保に資する税制上の
仕組みを構築する。

軽自動車を取得したとき
に課税される税。
当分の間は東京都が賦課
徴収を行う。

払込額に100分の５を乗じ
て得た金額

○ １団体
地方税法附則第29条の
16及び地方税法施行令
附則第15条の２の４

528,030 0 0 0 528,030
市民部
納税課

79
社会を明るくする運動
実施委員会補助金

罪を犯した者の更生に理
解を深め、明るい社会を
目指す同会の運営費を補
助することにより福祉の
向上を目指す。

同会の事業費（需用費、
使用料及び賃借料等）に
関する経費を補助

西東京市社会を明るくする
運動補助金交付要綱に基づ
く事業費の補助
（補助基準額）
事業費60,000円

○ １団体

西東京市社会を明るく
する運動補助金交付要
綱

48,000 0 0 0 48,000
健康福祉部
地域共生課

80
民生委員児童委員協議
会補助金

本協議会の事業の運営に
要する経費を補助するこ
とにより、同協議会の円
滑な運営を図り、もって
本市の地域福祉の推進に
資することを目的とす
る。

同会の研修費、事務費等
に関する経費
全国民生委員児童委員連
合会会費の負担
東京都民生児童委員連合
会連合会会費の負担

西東京市民生委員児童委員
協議会運営費等補助金交付
要綱に基づく本協議会の運
営に要する経費の補助
（補助基準額）
協議会運営事業費
246,000円
地区協議会活動事業費
1,180,000円

全国民生委員児童委員連合
会負担事業：民生委員児童
委員１人当たり年額700円
東京都民生児童委員連合会
負担事業：
民生委員児童委員１人当た
り年額5,400円

○ １団体
西東京市民生委員児童
委員協議会運営費等補
助金交付要綱

2,284,000 0 2,284,000 0 0
健康福祉部
地域共生課

81
北多摩地区保護観察協
会負担金

本協会の経費を負担する
ことにより、北多摩地区
内の犯罪予防更生事業の
強化を図り、地域社会の
健全育成に寄与するた
め。

北多摩地区内の犯罪予防
更生事業の強化を図り、
地域社会の健全育成に寄
与するために、同地域内
17市が負担金を支出す
る。

管内の市の負担額
当該年度の前年の10月１日
現在の人口（外国人住民数
を除く）に７円を乗じた額 ○ １団体

北多摩地区17市の市長
会にて負担額を決定し
た。

1,405,257 0 0 0 1,405,257
健康福祉部
地域共生課

82
北多摩北地区保護司会
西東京分区補助金

本団体に補助金を交付す
ることにより保護司の使
命達成に資する事業及び
活動を推進し、もって地
域の犯罪・非行の予防に
資する。

同会の研修費、広報費、
事務費に関する経費

北多摩北地区保護司会西東
京分区運営費等補助金交付
要綱に基づく補助
（補助基準額）
事務費85,000円
事業費275,000円

○ １団体
北多摩北地区保護司会
西東京分区運営費等補
助金交付要綱

307,000 0 0 0 307,000
健康福祉部
地域共生課

83
地域社会福祉協議会運
営費補助金

社会福祉協議会の運営に
要する経費の一部を補助
することにより住民参加
の地域福祉活動を促進
し、地域社会の福祉水準
の向上を図る。

人件費、管理運営費、普
及宣伝、福祉行事、低所
得者世帯援護、在宅福祉
サービス事業、ふれあい
のまちづくり推進事業等

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会に対する運営費
等補助金交付要綱に基づく
社会福祉協議会運営事業費
その他個別の事業に要する
経費の補助

○ １団体
社会福祉法人西東京市
社会福祉協議会に対す
る運営費等補助要綱

175,902,000 0 3,400,000 0 172,502,000
健康福祉部
地域共生課

12



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

84
シルバー人材センター
運営費補助金

シルバー人材センターの
運営に要する経費の一部
を補助することにより、
健全な運営を確保し、高
齢者の生きがいとしての
働く場を提供し、もって
高齢者福祉及び地域福祉
の向上に寄与する。

運営事業（職員の任用、
管理運営業務）、就業機
会拡大支援事業

公益社団法人西東京市シル
バー人材センターに対する
運営費等補助金交付要綱に
基づく運営費（人件費等）
及び公益目的事業費のの補
助

○ １団体

高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律
東京都シルバー人材セ
ンター事業補助金交付
要綱
公益社団法人西東京市
シルバー人材センター
運営費等補助金交付要
綱

45,160,255 0 12,495,000 0 32,665,255
健康福祉部
地域共生課

85
評価受審費補助金（社
会福祉総務費）

東京都が実施している福
祉サービス第三者評価シ
ステムを活用し、広く普
及させ、もって利用者本
位の福祉の実現を図り、
市民の福祉の向上に資す
ることを目的とし、補助
金を交付する。

市内の福祉サービス提供
事業者（都が定めた評価
実施対象サービス）が都
の認証評価機関による第
三者評価を実施し、評価
内容を公表することに同
意した場合、交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

市内の福祉サービス提供事
業者が都の認証評価機関に
よる第三者評価を受審した
際の受審費の補助をする。
１サービス上限15万円。た
だし、小規模多機能型居宅
介護、認知症対応型共同生
活介護及び看護小規模多機
能型居宅介護は上限60万円

○ 17事業所

・社会福祉法第78条
（福祉サービス提供事
業者の努力義務）
・西東京市福祉サービ
ス第三者評価受審費補
助金交付要綱

4,785,000 0 4,057,000 0 728,000
健康福祉部
地域共生課

86 後見等報酬助成費

後見等報酬費用の負担が
困難な者に対し、後見人
等に支払う報酬相当額を
助成することにより、成
年後見制度の推進を図
り、もって判断能力が低
下した者の権利を擁護す
る。

西東京市後見等報酬費用
の助成等に関する要綱に
基づき、市長申立てによ
り成年被後見人、被保佐
人又は被補助人となった
者が、生活保護法（昭和
25年法律第144号）に規定
する被保護者、後見等報
酬費用を支払うことによ
り生活保護法による保護
の基準を下回る者に後見
等報酬費用を助成する。

西東京市後見等報酬費用の
助成等に関する要綱に基づ
く生活保護基準を上限とし
た報酬相当額の助成

○ 12人
西東京市後見等報酬費
用の助成に関する要綱

3,273,834 0 0 0 3,273,834
健康福祉部
地域共生課

87
社会福祉士実習指導者
講習会負担金

社会福祉士資格取得の要
件となる社会福祉士実習
の実施にあたり配置が必
要となる社会福祉士実習
指導者講習会修了者を増
員し、社会福祉士実習を
実施することで、社会福
祉士の育成に協力する。

庁内の社会福祉士実習指
導者講習会受講資格のあ
る職員が同講習会を受講
する費用を負担する。

社会福祉士実習指導者講習
会受講料の負担（実費・講
習会実施主体の設定する受
講料による）。

○ ４人 45,000 0 0 0 45,000
健康福祉部
地域共生課

13



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

88

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付
金（新たに非課税等と
なる世帯分）

長引く物価高騰の影響を
受けている生活者である
西東京市民への支援のた
め、令和６年度新たに住
民税非課税となる世帯及
び令和６年度新たに住民
税均等割のみ課税となる
世帯に対し、臨時的な措
置として贈与する西東京
市電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金
（新たに非課税等となる
世帯）を給付し、生活の
支援を図ることを目的と
する。

電力・ガス・食料品価格
等の物価高騰の影響を受
けている生活者への支援
のため、特に家計への影
響が大きい低所得世帯
（令和６年度新たに住民
税非課税となる世帯及び
令和６年度新たに住民税
均等割のみ課税となる世
帯）に対し、１世帯当た
り10万円を給付するとと
もに、当該世帯内の扶養
されている18歳以下の児
童を対象として１人当た
り５万円を加算して給付
する。

西東京市電力・ガス食料品
等価格高騰重点支援給付金
（新たに非課税等となる世
帯）給付事務実施要綱に基
づき、令和６年度新たに住
民税非課税となる世帯及び
令和６年度新たに住民税均
等割のみ課税となる世帯に
対し、１世帯当たり10万円
を給付
また、扶養している18歳以
下の児童１人当たり５万円
を給付

○ 2,689件

西東京市電力・ガス食
料品等価格高騰重点支
援給付金（新たに非課
税等となる世帯）給付
事務実施要綱

251,750,000 251,750,000 0 0 0
健康福祉部
地域共生課

89

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付
金（令和６年度非課税
世帯分）

長引く物価高騰の影響を
受けている生活者である
西東京市民への支援のた
め、令和６年度住民税非
課税世帯に対し、臨時的
な措置として贈与する西
東京市電力・ガス・食料
品等価格高騰重点支援給
付金（令和６年度住民税
非課税世帯分）を給付
し、生活の支援を図るこ
とを目的とする。

電力・ガス・食料品価格
等の物価高騰の影響を受
けている生活者への支援
のため、特に家計への影
響が大きい低所得世帯
（令和６年度住民税非課
税世帯）に対し、１世帯
当たり３万円を給付する
とともに、当該世帯内の
扶養されている18歳以下
の児童を対象として１人
当たり２万円を加算して
給付する。

電力・ガス・食料品等価格
高騰重点支援給付金（令和
６年度非課税世帯分）要綱
に基づき、令和６年度住民
税非課税世帯に対し、１世
帯当たり３万円を給付
また、扶養している18歳以
下の児童１人当たり２万円
を給付

○ 18,852件

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付
金（令和６年度非課税
世帯分）要綱

551,070,000 551,070,000 0 0 0
健康福祉部
地域共生課

90
定額減税補足給付金
（調整給付分）

デフレ完全脱却のための
総合経済対策における物
価高への支援とし
て、新たな経済に向けた
給付金・定額減税一体措
置として実施する、西東
京市定額減税補足給付金
（調整給付）を臨時的な
措置として贈与し、生活
の支援を図ることを目的
とする。

デフレや物価高騰の影響
を受けている生活者への
支援のため、定額減税し
きれないと見込まれる所
得水準の方に対し、定額
減税可能額が減税前税額
を上回ると見込まれる額
を給付する。

西東京市定額減税補足給付
金（調整給付）給付事務実
施要綱に基づき、定額減税
しきれないと見込まれる所
得水準の方に対し、定額減
税可能額が減税前税額を上
回ると見込まれる額を給付 ○ 28,210件

西東京市定額減税補足
給付金（調整給付）給
付事務実施要綱

1,099,720,000 1,099,720,000 0 0 0
健康福祉部
地域共生課

14
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91

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付
金（追加分）（繰越明
許費）

長引く物価高騰の影響を
受けている生活者である
西東京市民への支援のた
め、特に家計への影響が
大きい低所得の世帯に対
し、臨時的な措置として
贈与する西東京市電力・
ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金(追加分を
給付し、生活の支援を図
ることを目的とする。

電力・ガス・食料品価格
等の物価高騰の影響を受
けている生活者への支援
のため、特に家計への影
響が大きい低所得世帯
（令和５年度住民税非課
税世帯等）に対し、１世
帯当たり７万円を給付す
るとともに、当該世帯内
の扶養されている18歳以
下の児童を対象として１
人当たり５万円を加算し
て給付する。

西東京市電力・ガス・食料
品等価格高騰重点支援給付
金給付事務実施要綱に基づ
き、令和５年度に世帯全員
の住民税均等割が非課税で
ある世帯に対し、１世帯当
たり７万円を給付
また、扶養している18歳以
下の児童１人当たり５万円
を給付

○ 321件

西東京市電力・ガス・
食料品等価格高騰重点
支援給付金(追加分)給
付事務実施要綱

21,630,000 21,630,000 0 0 0
健康福祉部
地域共生課

92

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付
金（均等割のみ課税
分）（繰越明許費）

長引く物価高騰の影響を
受けている生活者である
西東京市民への支援のた
め、特に家計への影響が
大きい低所得の世帯に対
し、臨時的な措置として
贈与する西東京市電力・
ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（均等割
のみ課税）を給付し、生
活の支援を図ることを目
的とする。

電力・ガス・食料品価格
等の物価高騰の影響を受
けている生活者への支援
のため、特に家計への影
響が大きい低所得世帯
（令和６年度新たに住民
税均等割のみ課税となる
世帯）に対し、１世帯当
たり10万円を給付すると
ともに、当該世帯内の扶
養されている18歳以下の
児童を対象として１人当
たり５万円を加算して給
付する。

西東京市電力・ガス・食料
品等価格高騰重点支援給付
金（均等割のみ課税）給付
事務実施要綱に基づき、令
和６年度新たに住民税均等
割のみ課税となる世帯に対
し、１世帯当たり10万円を
給付
また、扶養している18歳以
下の児童１人当たり５万円
を給付

○ 2,119件

西東京市電力・ガス・
食料品等価格高騰重点
支援給付金（均等割の
み課税）給付事務実施
要綱

202,850,000 202,850,000 0 0 0
健康福祉部
地域共生課

93
オンライン資格確認等
運営負担金

オンライン資格確認等の
運営に係る費用を福祉事
務所設置自治体で賄うこ
とを目的とする。

生活保護医療扶助のオン
ライン資格確認等の運営
に係る費用

医療保険者向け中間サー
バー等運営負担金79,044円
オンライン資格確認等シス
テム運営負担金264,636円
電子処方箋管理サービス運
営負担金29,400円

○

  １団体
(社会保険
診療報酬
支払基金)

オンライン資格確認等
システム及び医療保険
者等向け中間サーバー
等における電子資格確
認等事務並びに支払基
金電子処方箋管理業務
に関する契約書

373,080 0 0 0 373,080
健康福祉部
生活福祉課

94 生活協力員家賃補助金

シルバーピアの入居者が
安全かつ快適な生活を営
むことができるよう緊急
時の対応等のサービスを
提供するために設置する
生活協力員の家賃補助

都営住宅シルバーピアの
生活協力員家賃を補助す
る。

家賃相当分

○ ４人
シルバーピア生活援助
員等設置要綱

4,262,700 0 0 0 4,262,700
健康福祉部
高齢者支援課

95
生活協力員研修費負担
金

シルバーピアの入居者が
安全かつ快適な生活を営
むことができるよう緊急
時の対応等のサービスを
提供するために設置する
生活協力員の研修

財団法人高齢者住宅財団
が主催する研修に生活協
力員を派遣する場合必要
な負担金を補助する。

１人あたり11,000円を上限
とした額

○ ４人
シルバーピア生活援助
員等設置要綱

17,600 0 8,800 0 8,800
健康福祉部
高齢者支援課

15



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

96
老人クラブ運営費補助
金

市内の高齢者クラブが行
う補助対象となる活動に
対して、その事業費の一
部を補助し、高齢者の幅
広い社会参加活動を通
じ、自らの生きがいや健
康保持等地域高齢者福祉
の増進を図る。
※本市では、老人福祉法
に基づく老人クラブを
「高齢者クラブ」という
名称で活動している。

補助金の交付を受けよう
とする年度の４月１日現
在において、満60歳以上
の西東京市民がおおむね
30名以上集まった団体で
「社会奉仕活動（環境美
化活動・地域福祉施設へ
の慰問活動等）」、「健
康を進める活動（軽ス
ポーツ等の普及・実践活
動等）」、「生きがいを
高める活動（各種文化活
動・研修会等）」、「そ
の他の社会活動（総会、
役員会、定例会等）」す
べての活動を年間通し計
画的に実施していること
が条件で補助金を交付す
る。
４/１～３/31までの活動
終了後、事業実績や活動
費の報告により補助金精
算を行う。

以下①、②の額の合計額。

①市民会員数に応じた区分
による月額×当該会計年度
内の活動見込月数
②市民会員数×100円×当
該会計年度内の活動見込月
数

※市民会員数に応じた区分
による月額は以下のとお
り。
・おおむね30人以上49人以
下：19,000円
・50人以上69人以下：
24,000円
・70人以上89人以下：
29,000円
・90人以上109人以下：
34,000円
・110人以上：39,000円

○ 26団体
老人クラブ等運営費補
助金交付要綱

8,531,483 0 4,908,000 0 3,623,483
健康福祉部
高齢者支援課

97
老人クラブ連合会運営
費補助金

市内の高齢者クラブ連合
会が行う補助対象となる
活動に対して、その事業
費の一部を補助し、高齢
者の幅広い社会参加活動
を通じ、自らの生きがい
や健康保持等地域高齢者
福祉の増進を図る。

単位クラブで結成し運
営。「一般事業活動」、
「特別事業活動」、「健
康づくり活動」、「行事
活動」への取り組み等に
対して補助金を交付す
る。
４/１～３/31までの活動
終了後、事業実績や活動
費の報告により補助金精
算を行う。

（1）一般事業　216,000円
+＠67円×高齢者クラブ連
合会加入人数
（2）特別事業　180,000円
（3）健康づくり活動事業
180,000円
（4）行事活動費　20,000
円×高齢者クラブ連合会加
入クラブ数
上記の額の合計額

○ １団体
老人クラブ等運営費補
助金交付要綱

1,157,271 0 174,000 0 983,271
健康福祉部
高齢者支援課

98
介護保険利用者負担軽
減（国制度・社会福祉
法人等）

低所得者で生計困難な人
の介護保険サービス利用
の促進を図る。

社会福祉法人等が生計困
難な低所得者に対して
サービス利用料を軽減し
た場合、当該社会福祉法
人に軽減に要した費用の
一部を助成する。

利用料の軽減を実施した社
会福祉法人等に対して軽減
に要した費用の２分の１を
助成 ○

16団体
（20人）

西東京市社会福祉法人
等の生計困難者に対す
る利用者負担額軽減措
置事業実施要綱

1,079,959 0 268,000 0 811,959
健康福祉部
高齢者支援課

99
介護保険利用者負担軽
減（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

低所得者で生計困難な人
の介護保険サービス利用
の促進を図る。

介護サービス提供事業者
が生計困難な低所得者に
対してサービス利用料を
軽減した場合、当該介護
サービス提供事業者に軽
減に要した費用の一部を
助成する。

利用料の軽減を実施した介
護サービス提供事業者に対
して軽減に要した費用の２
分の１を助成 ○

６団体
(７人)

西東京市介護保険サー
ビス提供事業者の生計
困難者に対する利用者
負担額軽減措置事業実
施要綱

54,769 0 29,000 0 25,769
健康福祉部
高齢者支援課

16



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

100
介護保険利用者負担軽
減（市制度）

低所得者で生計困難な人
の訪問看護のサービス利
用料を軽減し、医療的な
ケアが必要で在宅療養生
活を送る高齢者を支援す
る。

生計困難な低所得者が訪
問看護を利用した場合、
自己負担額を軽減するた
め、費用の一部を助成す
る。

介護保険の訪問看護を利用
した場合、自己負担額の４
分の１を補助

○ 35人

西東京市介護保険訪問
看護利用者負担軽減補
助金交付要綱

413,144 0 0 0 413,144
健康福祉部
高齢者支援課

101
介護人材確保対策事業
補助金

西東京市版地域包括ケア
システムを支える介護人
材の確保・育成のため、
介護職員初任者研修等受
講料の経費補助等を行
う。

初任者研修又は実務者研
修を修了した者が、市内
介護事業所に一定期間従
事していた場合、その受
講料の経費を負担する。

・介護職員初任者研修過程
の受講料であって、助成対
象者が当該研修を実施した
養成機関に支払った額の全
額又は50,000円のうち、い
ずれか低い額

・介護福祉士実務者研修過
程の受講料であって、助成
対象者が当該研修を実施し
た養成機関に支払った額の
全額又は100,000円のう
ち、いずれか低い額

○ ○

対象者37
名（内訳
33名3団
体）

西東京市介護人材確保
対策事業補助金交付要
綱

2,232,968 0 1,677,000 0 555,968
健康福祉部
高齢者支援課

102 大規模改修工事負担金

都営住宅１階部分に設置
された福祉施設の外壁塗
装等大規模改修工事費用
を負担することにより、
施設の環境向上を図る。

東京都住宅供給公社が実
施する都営住宅外壁塗装
等工事に係る市負担金

協定による

○ １団体
東京都住宅供給公社と
の協定書

6,699,473 0 0 0 6,699,473
健康福祉部
高齢者支援課

103
介護予防・生活支援
サービス事業費

介護保険の被保険者等が
要支援状態等に関して必
要な事業費の給付を行
う。

①市独自基準の訪問型
サービス
②市独自基準の通所型
サービス
③従前の予防訪問介護相
当のサービス
④従前の予防通所介護相
当のサービス
⑤住民主体の訪問型サー
ビス
⑥住民主体の通所型サー
ビス

①②③④サービス利用した
場合、費用の10割、８割又
は７割を給付
⑤１団体月2,000円補助
⑥１団体月上限15,000円補
助

○ ○

要支援認
定者及び
事業対象
者数
  2,680人
（令和６
年度末）

介護保険法
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業実
施要綱
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業補
助金要綱

230,155,470 57,538,867 28,769,434 115,077,735 28,769,434
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

104 職員福利厚生費交付金

職員互助会の事業を助成
する。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成 ○ １団体

西東京市職員互助会に
関する条例

150,015 0 0 0 150,015
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

105
特別徴収経由事務負担
金

保険料を年金から特別徴
収する

年金保険者と市間の年金
天引きに係るデータ授受
に関し、国保中央会・国
保連合会がデータの分
割・集約を行う。この経
由事務にかかる事務経費
について市が負担する。

単価１人当たり1.8円。
介護保険、国民健康保険、
後期高齢者医療保険で按分

○ １団体

保険料等の特別徴収に
係る経由事務負担金規
程（東京都国民健康保
険団体連合会）

59,899 0 0 0 59,899
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

17



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

106
居宅介護サービス等保
険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態等に関して必要
な保険給付を行う。

介護保険における居宅介
護サービス（訪問介護、
通所介護、入浴サービス
等）、福祉用具の購入
費、住宅改修費

サービス利用した場合、費
用の９割、８割又は７割を
給付

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 9,506,730,122 2,289,155,633 1,291,983,946 4,636,474,727 1,289,115,816
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

107
施設介護サービス等保
険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

介護保険における介護老
人福祉施設等の施設介護
サービス

サービス利用した場合、費
用の９割、８割又は７割を
給付

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 4,811,804,035 978,363,711 841,872,776 2,339,085,295 652,482,253
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

108
地域密着型介護サービ
ス等保険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

高齢者が住み慣れた地域
での生活を継続する為生
活圏域ごとのサービス

サービス利用した場合、費
用の９割、８割又は７割を
給付

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 1,659,308,075 420,402,505 207,413,509 806,489,326 225,002,735
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

109
特定入所者介護サービ
ス等費

低所得者が、介護保険施
設などを利用した際に支
払う、食費と居住費（滞
在費）の自己負担の急騰
を防ぐ。

介護保険法の改正
（H17.10.１施行）によ
り、食費や居住費（滞在
費）が保険給付の対象か
ら除外され自己負担に
なったことに伴う、低所
得者の負担の軽減

食費及び居住費（滞在費）
の基準費用額（厚生労働大
臣が定める）から所得の状
況に応じて定められた負担
限度額を控除した額を補助

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 254,291,778 52,540,397 43,714,539 123,554,791 34,482,051
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

110
介護予防サービス等保
険給付費

介護保険の被保険者が要
支援状態に関して必要な
保険給付を行う。

介護保険における居宅支
援サービス（訪問介護、
通所介護、入浴サービス
等）、福祉用具の購入
費、住宅改修費

サービス利用した場合、費
用の９割、８割又は７割を
給付

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 235,161,945 57,152,992 31,792,306 114,328,607 31,888,040
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

111
地域密着型介護予防
サービス等保険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

高齢者が住み慣れた地域
での生活を継続する為生
活圏域ごとのサービス

サービス利用した場合、費
用の９割、８割又は７割を
給付

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 3,653,141 925,560 456,643 1,775,571 495,367
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

112
特定入所者介護予防
サービス等費

低所得者が、ショートス
テイを利用した際に支払
う、食費と滞在費の自己
負担の急騰を防ぐ。

介護保険法の改正
（H.17.10.１施行）によ
り、食費や滞在費が保険
給付の対象から除外され
自己負担になったことに
伴う、低所得者の負担の
軽減

食費及び滞在費の基準費用
額（厚生労働大臣が定め
る）から所得の状況に応じ
て定められた負担限度額を
控除した額を補助

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 126,357 32,013 15,795 61,415 17,134
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

113
高額介護サービス等保
険給付費

介護保険のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護保険における居宅介
護サービス、施設介護
サービス、居宅支援サー
ビスの自己負担の軽減

１割、２割又は３割の自己
負担が一定額を超えた場
合、その超えた部分を補助 ○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 491,944,354 124,639,084 61,493,044 239,104,406 66,707,820
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

18



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額
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（円）
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令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

114
高額医療合算介護サー
ビス等保険給付費

介護保険のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護保険と医療保険にお
ける居宅介護サービス、
施設介護サービス、居宅
支援サービスの自己負担
の軽減

世帯内で一定額を超えた場
合、その超えた部分を補助

○

　要介護
 認定者数
 11,091人
（令和５
年度末）

介護保険法 74,806,437 18,952,968 9,350,805 36,358,886 10,143,778
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

115
高額介護サービス費負
担金

介護予防・生活支援サー
ビス事業のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護予防・生活支援サー
ビス事業の自己負担の軽
減

１割、２割又は３割の自己
負担が一定額を超えた場
合、その超えた部分を補助

○

要支援認
定者及び
事業対象
者数
  2,638人
（令和５
年度末）

介護保険法
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業実
施要綱

489,935 0 0 0 489,935
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

116
高額医療合算介護サー
ビス費負担金

介護予防・生活支援サー
ビス事業のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護保険と医療保険にお
ける介護予防・生活支援
サービス事業の自己負担
の軽減

世帯内で一定額を超えた場
合、その超えた部分を補助

○

要支援認
定者及び
事業対象
者数
  2,680人
（令和６
年度末）

介護保険法
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業実
施要綱

201,384 50,346 25,173 100,692 25,173
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

117 認知症施策推進補助金

認知症になってもできる
限り住み慣れた地域で安
心して生活していけるよ
う、地域で支える場とし
て認知症カフェを運営す
る団体に補助金を交付す
る。

認知症カフェを運営する
団体に対し補助金を交付
する。

１団体あたり実施月数×
2,000円を上限とした額

○ 12団体
西東京市認知症カフェ
事業費補助金交付要綱

237,942 91,607 45,804 54,727 45,804
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

118
地域介護予防活動支援
事業補助金

年齢又は心身の状況等に
よって高齢者を分け隔て
ることなく、誰でも一緒
に参加することのできる
介護予防活動の地域展開
を行う。

介護予防に資する住民主
体の通いの場等を運営す
る団体に対し、補助金を
交付する。

１団体月上限15,000円補助

○ 42団体

介護保険法
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業実
施要綱
西東京市介護予防・日
常生活支援総合事業補
助金要綱

3,828,093 0 0 0 3,828,093
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

119 研修会負担金

介護給付に関して必要な
知識・技術を習得するた
め、研修等に参加する。

介護給付に関する研修の
主催者に対し受講費用を
負担する。

講習参加費用１人1,000円

○ １団体 1,000 0 0 0 1,000
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

120
研修会負担金（認知症
施策推進事業費）

認知症に関して必要な知
識を習得するため、研修
等に参加する。

認知症に関する知識等を
習得するため、研修会等
に参加する。

研修等参加費　2,000円×
４人

○ １団体 8,000 3,080 1,540 1,840 1,540
健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会計

121
北多摩北部地域高次脳
機能障害者支援ネット
ワーク協議会負担金

西東京市、小平市、東村
山市、東久留米市、清瀬
市の５市の障害福施策担
当部署や医療機関等で協
議会を構成。協議会は、
困難な課題を抱えている
高次脳機能障害者とその
家族を地域で支え、その
生活の質の向上に資する
ことを目的とする。

・講演会や症例検討会等
の人材養成事業
・ネットワーク構築及び
特に在宅時の支援を充実
するための方策検討
・当事者・家族会の支援

協議会の活動に要する経費
は、５市の障害福祉担当部
署負担金をもって充てる。
１団体30,000円

○ １団体
北多摩北部地域高次脳
機能障害者支援ネット
ワーク協議会規約

30,000 0 0 0 30,000
健康福祉部
障害福祉課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

122
地域福祉振興事業運営
費補助金（福祉団体運
営費補助金）

西東京市における福祉団
体の育成並びに福祉の向
上に寄与することを目的
とする。

西東京市における福祉団
体の運営に対し、その経
費の一部を助成する。

団体の整備拡充、管理運営
等に要する経費の一部

○ ７団体
西東京市福祉団体運営
費補助金交付要綱

3,903,676 0 1,951,000 0 1,952,676
健康福祉部
障害福祉課

123
地域福祉振興事業運営
費補助金

地域福祉の振興を図るこ
とを目的とする。

西東京市において活動を
する福祉団体が行う地域
福祉振興事業に対し、経
費の一部を補助する。

在宅福祉事業の運営に要す
るコーディネーター人件
費、需用費、役務費、使用
料及び賃借料、備品購入費
等の一部

○
２団体

西東京市地域福祉振興
事業運営費補助金交付
要綱

3,500,000 0 0 0 3,500,000
健康福祉部
障害福祉課

124
日中活動系サービス推
進事業費補助金

日中活動系サービスを利
用する障害者の福祉の向
上を図ることを目的とす
る。

日中活動系サービスの実
施に要する費用の一部を
補助する。

１　基本補助額：17,000円
×年間延べ登録者数（定員
が上限）
２　その他、メニュー選択
式加算、障害者等雇用加算
３ 福祉サービス第三者評
価の受審経費補助600,000
円

○ 18事業所
西東京市障害者日中活
動系サービス推進事業
費補助金交付要綱

153,798,500 0 153,798,000 0 500
健康福祉部
障害福祉課

125
グループホーム等防火
設備整備費補助金

地域を交えた防災訓練を
開催し、又は防災に関す
る講習会等へ参加する際
の費用の一部を補助する
ことにより、より安全な
障害者グループホーム等
の推進を図る。

地域を交えた防災訓練を
開催し、又は防災に関す
る講習会等へ参加するグ
ループホームに対し補助
を行う。

防災訓練開催事業　防災訓
練の開催１件当たり　４万
円
外部防災講習受講事業　防
災に関する講義及び実務講
習のある講習会等に参加し
た従業者等１人当たり　５
千円

○ １事業所
西東京市障害者グルー
プホーム防災対策事業
費等補助金交付要綱

120,000 0 60,000 0 60,000
健康福祉部
障害福祉課

126
障害者（児）施設防犯
緊急対策事業費補助金

障害福祉サービス事業所
等に対し、防犯設備の設
置及び修繕に係る費用の
一部を補助することで、
事業所の利用者の安全確
保を図ることを目的とす
る。

障害者総合支援法に基づ
き運営する障害福祉サー
ビス事業所、福祉ホーム
等、児童福祉法に基づき
運営する児童発達支援セ
ンター等及び重度身体障
害者グループホーム事業
の防犯対策を強化する工
事に対し補助を行う。

防犯設備等を整備するため
に必要な工事に係る費用
（防犯カメラの設置など）
の一部
補助金の額：補助対象経費
に４分の３を乗じて得た額
（1,000円未満の端数切り
捨て）
補助金の限度額：１施設
100万円（１施設１回限
り）

○ ２事業所
西東京市障害者福祉施
設防犯設備整備補助金
交付要綱

1,486,000 0 743,000 0 743,000
健康福祉部
障害福祉課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
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（円）

財　　源　　内　　訳
（円）
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令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

127
自動車運転教習費補助
金

心身障害者が自動車運転
免許を取得する際に要す
る費用等の一部について
補助金を市が交付するこ
とにより、心身障害者の
日常生活の利便及び生活
圏の拡大を図り、その福
祉の増進に資することを
目的とする。

心身障害者が自動車運転
免許を取得する際に要す
る費用等の一部について
補助を行う。

補助金の額
(１)　第１種普通自動車運
転免許の取得
　対象経費の実支出額に３
分の２を乗じて得た額
（100円未満の端数切り捨
て）
(２)　排気量等の限定解除
　対象経費の実支出額
補助金の上限額
(１)　第１種普通自動車運
転免許の取得
　前年の所得税額が０円の
者
164,800円
　前年の所得税額が１円以
上42,000円以下の者
144,200円
　前年の所得税額が42,001
円以上400,000円以下の者
123,600円
(２)　排気量等の限定解除
20,600円

○ １人
西東京市心身障害者自
動車運転教習費補助事
業実施要綱

164,800 0 0 0 164,800
健康福祉部
障害福祉課

128 献血推進協議会補助金

同会の活動を強化し、血
液の供給体制の円滑化と
献血制度の適正な運営を
確保する。

献血者への配布物や同会
の事務費等に関する経費
を補助する。

808,000円
（会議費：56,000円、事業
費：752,000円） ○ １団体

西東京市献血推進協議
会運営費等補助金交付
要綱

808,000 0 0 0 808,000
健康福祉部
健康課

129 昭和病院分担金

組織市（小金井市、小平
市、東村山市、東久留米
市、清瀬市、東大和市及
び西東京市）の住民の健
康を保持する。

医療法に定める公的医療
機関としての病院の設置
及び管理に関する事務、
これに関連する保健衛生
事務を共同処理する。

事業収入、補助金、都負担
金その他の収入によるもの
のほか、組織市の分賦金を
もって支弁する。経常算出
分（均等割10％、患者割
90％）

○ １団体 昭和病院組合規約 187,349,000 0 187,349,000 0 0
健康福祉部
健康課

130
救急業務連絡協議会負
担金

救急病院及び救急診療
所、救急協力医療機関並
びに救急関係機関と消防
署との連絡を密にして、
救急業務の適正化、円滑
化を図る。

目的を達成するための事
業に要するための会費

会費50,000円

○ １団体
西東京救急業務連絡協
議会規約

50,000 0 0 0 50,000
健康福祉部
健康課

131 健康都市連合等負担金

・健康都市連合に加盟
し、国際的なネットワー
クの構築により、市民の
健康増進のための取組を
推進する。
・スマートウエルネスシ
ティ首長研究会に加盟
し、加盟自治体、国、大
学、民間企業等とのネッ
トワークの構築により、
まちづくりに健康の視点
を生かす取組を推進す
る。

・WHO健康都市に関する普
及啓発事業、調査研究事
業、健康都市連合憲章の
普及啓発事業等に対して
の経費の一部を負担。
・スマートウエルネスシ
ティ首長研究会への参加
費用

1、健康都市連合
　（年額500US＄）
2、健康都市連合日本支部
　　10,000円
3、スマートウエルネスシ
ティ首長研究会負担金
9,000円

○ ２団体 健康都市連合憲章 91,780 0 0 0 91,780
健康福祉部
健康課
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132
養育費確保支援事業補
助金

ひとり親等の生活を安定
させるため、養育費の継
続した履行確保を図り、
ひとり親家庭の福祉の向
上を目的とする。

養育費に関する公正証書
等の作成に必要な費用及
び養育費の未払いが発生
した場合に、保証会社が
立て替えをする養育費保
証契約を保証会社と締結
する際の本人負担費用を
補助

対象者一人当たり50,000円

〇 ８人
西東京市養育費確保支
援事業補助金交付要綱

185,650 92,825 46,412 0 46,413
子ども若者部
子ども若者応援課

133 認定こども園等給付費

特定教育・保育施設（幼
稚園・認定こども園に限
る。）に対し、施設型給
付費を給付することによ
り、子ども及び子どもを
養育している者に必要な
支援を行い、もって一人
一人の子どもが健やかに
成長することができる社
会の実現に寄与すること
を目的とする。

特定教育・保育施設（幼
稚園・認定こども園に限
る。）に対し、施設型給
付費を給付する。

国単価による。

○ 20団体 子ども・子育て支援法 109,652,527 43,504,864 33,073,832 0 33,073,832
子ども若者部
幼児教育・保育課

134
幼稚園型一時預かり事
業補助金

幼稚園型一時預かり事業
を実施する施設に対し
て、補助金を交付するこ
とにより、保育を必要と
する園児の適切な保護を
図ると共に、安心して子
育てができる環境を整備
し、児童の福祉の向上を
図ることを目的とする。

幼稚園型一時預かり事業
を実施する施設に対し
て、運営に要する費用の
一部を補助する。

補助金は、毎年度予算の範
囲内

○ 22団体
西東京市幼稚園型一時
預かり事業補助金交付
要綱

100,090,656 24,203,000 51,682,460 0 24,205,196
子ども若者部
幼児教育・保育課

135
保育士等キャリアアッ
プ補助金（病児・病後
児保育事業）

民間事業者が運営する事
業所の保育士等のキャリ
アアップに向けた取組の
充実を図る。

西東京市保育士等キャリ
アアップ補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

人件費の補助

○ ２団体
西東京市保育士等キャ
リアアップ補助金交付
要綱

3,431,000 0 1,715,000 0 1,716,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

136 実費徴収補足給付費

私立幼稚園や認可外保育
施設等に子どもを入所さ
せている保護者の負担の
軽減を図り、子どもの健
全な育成に寄与すること
を目的とする。

西東京市幼稚園等におけ
る実費徴収に係る補足給
付補助金交付要綱及び西
東京市認可外保育施設利
用児童給食費補助金交付
要綱に基づき補助金を交
付する。

世帯の所得やきょうだい順
位等の要件を満たす者に対
し、実費徴収に係る費用の
一部を補助する。

○ 2,086件

西東京市幼稚園等にお
ける実費徴収に係る補
足給付補助金交付要
綱、西東京市認可外保
育施設利用児童給食費
補助金交付要綱

6,660,109 1,651,000 1,651,000 0 3,358,109
子ども若者部
幼児教育・保育課

22



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

137
私立幼稚園等利用給付
費

施設等利用給付認定保護
者に対し、施設等利用費
を給付することにより、
子ども及び子どもを養育
している者に必要な支援
を行い、もって一人一人
の子どもが健やかに成長
することができる社会の
実現に寄与することを目
的とする。

施設等利用給付認定保護
者対し、幼児教育保育料
に係る施設等利用費を給
付する。

国単価による。

○ 33,320件 子ども・子育て支援法 657,146,948 328,575,874 164,285,536 0 164,285,538
子ども若者部
幼児教育・保育課

138 保育所市補助分

民間事業者が運営する保
育所の保育内容及び運営
の充実を図る。

西東京市民間事業者保育
所運営費補助金交付要綱
に基づき市単独の補助金
を交付する。

保育所運営費及び人件費の
補助

○ 78団体
西東京市民間事業者保
育所運営費補助金交付
要綱

1,176,150,074 0 0 0 1,176,150,074
子ども若者部
幼児教育・保育課

139 小規模保育給付費

民間事業者が運営する小
規模保育事業の保育内容
及び運営の充実を図る。

西東京市子どものための
教育・保育給付に係る地
域型保育給付費及び特例
地域型保育給付費支給要
綱に基づき給付費を支給
する。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ 26団体

西東京市子どものため
の教育・保育給付に係
る地域型保育給付費及
び特例地域型保育給付
費支給要綱

1,126,176,820 691,730,934 230,576,978 0 203,868,908
子ども若者部
幼児教育・保育課

140
認証保育所運営費補助
金

認証保育所に対し、運営
費等の一部を補助するこ
とにより、認証保育所に
おける保育の維持向上を
推進し、もって児童福祉
の増進を図る。

西東京市認証保育所補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ 26団体
西東京市認証保育所補
助金交付要綱

560,408,780 0 274,464,000 0 285,944,780
子ども若者部
幼児教育・保育課

141 延長保育事業補助金

民間事業者が運営する保
育所の保育内容及び運営
の充実を図り、延長保育
事業を円滑に実施し、乳
幼児の福祉の向上を図
る。

西東京市延長保育事業補
助金交付要綱に基づき補
助金を交付する。

延長保育事業における人件
費の補助

○ 26団体
西東京市延長保育事業
補助金交付要綱

50,725,255 16,908,000 16,908,000 0 16,909,255
子ども若者部
幼児教育・保育課

142
保育従事職員宿舎借り
上げ支援補助金（地域
型保育給付事業費）

保育従事職員用の宿舎借
り上げを行う民間事業者
に対し、その借り上げに
係る費用の一部を補助す
ることにより、新たな保
育人材の確保及び定着並
びに離職防止を図る。

西東京市保育従事職員宿
舎借り上げ支援事業補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

宿舎借り上げに係る費用の
補助

○ ６団体
西東京市保育従事職員
宿舎借り上げ支援事業
補助金交付要綱

8,566,000 4,750,000 2,624,000 0 1,192,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

143
保育従事職員宿舎借り
上げ支援補助金（認証
保育所事業費）

保育従事職員用の宿舎借
り上げを行う民間事業者
に対し、その借り上げに
係る費用の一部を補助す
ることにより、新たな保
育人材の確保及び定着並
びに離職防止を図る。

西東京市保育従事職員宿
舎借り上げ支援事業補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

宿舎借り上げに係る費用の
補助

○ ４団体
西東京市保育従事職員
宿舎借り上げ支援事業
補助金交付要綱

12,533,000 0 10,742,000 0 1,791,000
子ども若者部
幼児教育・保育課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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事業目的
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144
保育士等キャリアアッ
プ補助金（地域型保育
給付事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育士等のキャリ
アアップに向けた取組の
充実を図る。

西東京市保育士等キャリ
アアップ補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

人件費の補助

○ 21団体
西東京市保育士等キャ
リアアップ補助金交付
要綱

91,261,000 0 45,589,000 0 45,672,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

145
保育士等キャリアアッ
プ補助金（認証保育所
事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育士等のキャリ
アアップに向けた取組の
充実を図る。

西東京市保育士等キャリ
アアップ補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

人件費の補助

○ ７団体
西東京市保育士等キャ
リアアップ補助金交付
要綱

49,022,000 0 49,022,000 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

146
保育サービス推進事業
補助金（地域型保育給
付事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育内容及び運営
の充実を図り、地域の実
情に応じて保育サービス
の向上を図る。

西東京市保育サービス推
進事業補助金交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ 19団体
西東京市保育サービス
推進事業補助金交付要
綱

13,027,000 0 6,513,000 0 6,514,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

147
保育力強化事業補助金
（認証保育所事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育内容及び運営
の充実を図り、地域の実
情に応じて保育サービス
の向上を図る。

西東京市保育力強化事業
補助金交付要綱に基づき
補助金を交付する。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ ８団体
西東京市保育力強化事
業補助金交付要綱

7,372,000 0 7,372,000 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

148 保育所賃借料補助金

賃貸物件を活用した保育
所等を設置運営する民間
事業者に対し、その賃借
料の一部を補助すること
により、保育所等の整備
の促進及び運営の安定化
の支援を図り、待機児童
の解消に資する。

西東京市保育所等賃借料
補助事業補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

開設後の建物賃借料等の補
助

○ ５団体
西東京市保育所等賃借
料補助事業補助金交付
要綱

55,279,000 0 44,342,000 0 10,937,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

149
小規模保育賃借料補助
金

賃貸物件を活用した保育
所等を設置運営する民間
事業者に対し、その賃借
料の一部を補助すること
により、保育所等の整備
の促進及び運営の安定化
の支援を図り、待機児童
の解消に資する。

西東京市保育所等賃借料
補助事業補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

開設後の建物賃借料等の補
助

○ １団体
西東京市保育所等賃借
料補助事業補助金交付
要綱

423,000 0 362,000 0 61,000
子ども若者部
幼児教育・保育課
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150 保護者補助金

認可外保育施設に児童を
入所させている保護者の
負担の軽減を図る。

認可外保育施設に児童を
入所させている保護者に
助成金を支給し、保護者
負担の軽減を図る。

（上限額）
①無償化対象外０～２歳児
第１子16,000円、第２子以
降43,000円　３～５歳児
第１子16,000円、第２子以
降20,000円
②無償化対象 ３～５歳児
第１子16,000円、第２子以
降20,000円
③無償化対象 ０～２歳児
（非課税世帯のみ）　第１
子16,000円、第２子以降
25,000円

○ 449人
西東京市認可外保育施
設入所児童保護者助成
金支給要綱

107,764,882 0 82,286,000 0 25,478,882
子ども若者部
幼児教育・保育課

151
日本スポーツ振興セン
ター掛金（地域型保育
給付事業費）

保育園児の災害保障 家庭的保育事業の園児を
対象として、保育園の管
理下における園児の災害
に関する給付について掛
金を負担する。

保育園入所児童
　１人/365円
（要保護者１人55円）
令和６年度　一般５人
令和５年度
（中途加入者分）
　一般０人

○
１人

（５人
分）

独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター災
害共済給付制度

1,825 0 0 0 1,825
子ども若者部
幼児教育・保育課

152 事業所内保育給付費

民間事業者が運営する事
業所内保育事業の保育内
容及び運営の充実を図
る。

西東京市子どものための
教育・保育給付に係る地
域型保育給付費及び特例
地域型保育給付費支給要
綱に基づき給付費を支給
する。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ ３団体

西東京市子どものため
の教育・保育給付に係
る地域型保育給付費及
び特例地域型保育給付
費支給要綱

3,975,770 2,385,462 795,154 0 795,154
子ども若者部
幼児教育・保育課

153
定期的利用保育事業運
営費補助金

パートタイム勤務や育児
短時間勤務等の保育需要
に応えるため、児童を一
定程度継続的に保育サー
ビスを行う事業者に対し
て補助を行う。

西東京市定期的利用保育
事業補助金交付要綱に基
づき補助金を交付する。

基本分、長時間保育加算、
施設維持管理費

○ ２団体
西東京市定期的利用保
育事業補助金交付要綱

28,824,239 0 13,111,000 0 15,713,239
子ども若者部
幼児教育・保育課

154
病児・病後児保育事業
物価高騰対策支援事業
補助金

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ １団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

15,998 0 15,998 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

155
物価高騰対策支援事業
補助金（地域型保育給
付事業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ 13団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

1,294,844 0 1,294,844 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課
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156
私立幼稚園預かり保育
事業補助金

私立幼稚園における預か
り保育の拡充を図る。

私立幼稚園が幼稚園教育
要領に定める教育時間を
超えて預かり保育をする
際に、担当する教職員を
配置して幼稚園自らが実
施する預かり保育事業に
要する費用の一部の補助
する。

補助金は、毎年度予算の範
囲内

○ ８団体
西東京市私立幼稚園預
かり保育事業費補助金
交付要綱

7,640,000 0 0 0 7,640,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

157 保育所給付費

認可保育所に対し施設型
給付費を給付することに
より、子ども及び子ども
を養育している者に必要
な支援を行い、もって一
人一人の子どもが健やか
に成長することができる
社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

認可保育所に対し施設型
給付費を給付する。

国単価による。

○ 84団体 子ども・子育て支援法 3,896,465,950 1,843,880,996 743,312,517 0 1,309,272,437
子ども若者部
幼児教育・保育課

158
保育士等キャリアアッ
プ補助金（施設型給付
事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育士等のキャリ
アアップに向けた取組の
充実を図る。

西東京市保育士等キャリ
アアップ補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

人件費の補助

○ ８団体
西東京市保育士等キャ
リアアップ補助金交付
要綱

136,185,041 0 136,116,041 0 69,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

159
保育サービス推進事業
補助金（施設型給付事
業費）

民間事業者が運営する保
育所の保育内容及び運営
の充実を図り、地域の実
情に応じて保育サービス
の向上を図る。

西東京市保育サービス推
進事業補助金交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ ９団体
西東京市保育サービス
推進事業補助金交付要
綱

65,246,000 0 65,246,000 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

160
保育従事職員宿舎借り
上げ支援事業補助金
（施設型給付事業費）

保育従事職員用の宿舎借
り上げを行う民間事業者
に対し、その借り上げに
係る費用の一部を補助す
ることにより、新たな保
育人材の確保及び定着並
びに離職防止を図る。

西東京市保育従事職員宿
舎借り上げ支援事業補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

宿舎借り上げに係る費用の
補助

○ 12団体
西東京市保育従事職員
宿舎借り上げ支援事業
補助金交付要綱

49,148,000 22,377,000 20,825,000 0 5,946,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

161
民間保育所施設整備費
補助金（施設型給付事
業費）

民間保育所の施設整備に
要する費用の一部を補助
することにより保育所の
設置、建て替え等を推進
する。

西東京市民間保育所施設
整備補助金交付要綱に基
づき補助金を交付する。

新設事業又は老朽化した民
間保育所の改築及び改修に
係る経費

○ ２団体
西東京市民間保育所施
設整備補助金交付要綱

15,637,703 0 0 0 15,637,703
子ども若者部
幼児教育・保育課

162
物価高騰対策支援事業
補助金（施設型給付事
業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ 21団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

13,393,616 0 13,393,616 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

163
１歳児受入枠拡大促進
事業補助金

小規模保育事業者が保育
ニーズの高い1歳児の新規
受入枠の拡大を図ること
を目的とする。

西東京市小規模保育事業1
歳児受入枠拡大促進事業
補助金交付要綱に基づき
補助金を交付する。

0歳児定員を1歳児定員に変
更して受け入れた1歳児の
人数1人当たり月額91,000
円。

○ ４団体
西東京市小規模保育事
業1歳児受入枠拡大促進
事業補助金交付要綱

4,368,000 0 3,276,000 0 1,092,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

164
物価高騰対策支援事業
補助金（認証保育所事
業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ ６団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

1,130,446 0 1,130,446 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

165
保育士等キャリアアッ
プ補助金（定期的利用
保育事業費）

民間事業者が運営する事
業所の保育士等のキャリ
アアップに向けた取組の
充実を図る。

西東京市保育士等キャリ
アアップ補助金交付要綱
に基づき補助金を交付す
る。

人件費の補助

○ １団体
西東京市保育士等キャ
リアアップ補助金交付
要綱

4,401,000 0 2,200,000 0 2,201,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

166
保育力強化事業補助金
（定期的利用保育事業
費）

民間事業者が運営する事
業所の保育内容及び運営
の充実を図り、地域の実
情に応じて保育サービス
の向上を図る。

西東京市保育サービス推
進事業補助金交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

事務費及び運営費・人件費
の補助

○ ２団体
西東京市保育力強化事
業補助金交付要綱

1,181,000 0 590,000 0 591,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

167
物価高騰対策支援事業
補助金（定期的利用保
育事業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ １団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

32,810 0 32,810 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

168
物価高騰対策支援事業
補助金（認可外保育施
設事業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ ３団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

139,904 127,000 0 0 12,904
子ども若者部
幼児教育・保育課

169 施設等利用給付費

認可外保育施設に関する
幼児教育・保育の無償化
を行うため、施設等利用
給付費を給付する。

保育の必要性があり、無
償化の対象となる認可外
保育所や保育サービスを
利用する子どもに対して
給付費を給付する。

①０～２歳児クラス（住民
税非課税世帯のみ）42,000
円上限
②３～５歳児クラス
37,000円上限

○ 1188件 子ども・子育て支援法 39,376,815 19,688,408 9,844,204 0 9,844,204
子ども若者部
幼児教育・保育課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

170
日本スポーツ振興セン
ター掛金（保育園運営
管理費）

保育園児の災害保障 公立保育園、公設民営保
育園児を対象として、保
育園の管理下における園
児の災害に関する給付に
ついて掛金を負担する。

保育園入所児童
　１人/365円
（要保護者１人/55円）

令和６年度
　一般1,345人
　要保護者６人
令和５年度
（中途加入者分）
　一般60人
　要保護者７人

○
  １団体
（1,418人
分）

独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター災
害共済給付制度

513,540 0 0 0 513,540
子ども若者部
幼児教育・保育課

171
保育従事職員宿舎借り
上げ支援補助金（公設
民営保育園）

保育従事職員用の宿舎借
り上げを行う民間事業者
に対し、その借り上げに
係る費用の一部を補助す
ることにより、新たな保
育人材の確保及び定着並
びに離職防止を図る。

西東京市保育従事職員宿
舎借り上げ支援事業補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

宿舎借り上げに係る費用の
補助

○ ２団体
西東京市保育従事職員
宿舎借り上げ支援事業
補助金交付要綱

2,484,000 852,000 1,277,141 0 354,859
子ども若者部
幼児教育・保育課

172
物価高騰対策支援事業
補助金（公設民営保育
園）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ ３団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

1,723,892 1,566,000 0 0 157,892
子ども若者部
幼児教育・保育課

173
私立幼稚園等保護者補
助金

私立幼稚園に在園する幼
児の保護者に対して補助
することにより保護者の
負担を軽減し、幼児教育
の振興と充実を図ること
を目的とする。

幼稚園に在園している幼
児の保護者に対して市民
税の所得割課税額に基づ
く補助区分により補助す
る（第１子・第２子・第
３子以降で補助金額が異
なる）。

所得割課税額の補助区分
は、都に準じる。
補助金額（月額）は、都基
準＋5,200円を上限とす
る。

○ 25,560件
西東京市私立幼稚園等
園児保護者負担軽減事
業費補助金交付要綱

172,387,240 0 58,255,400 0 114,131,840
子ども若者部
幼児教育・保育課

174
私立幼稚園等入園料補
助金

私立幼稚園等に在籍し、
又は在籍予定の幼児の保
護者に対して補助金を交
付することにより、保護
者の負担を軽減し、もっ
て幼児教育の振興と充実
を図ることを目的として
実施する。

西東京市私立幼稚園等保
護者負担軽減事業費補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

世帯の市民税所得割の合計
額が123,000円未満の世帯
若しくは幼稚園入園予定の
園児が第３子以降である場
合に、35,000円を上限とし
て補助する。

○ 54人
西東京市私立幼稚園等
園児保護者負担軽減事
業費補助金交付要綱

1,875,000 0 0 0 1,875,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

175 私立幼稚園等補助金

私立幼稚園に対して補助
金を交付することによ
り、幼児教育の振興及び
充実を図ることを目的と
する。

私立幼稚園が、園児教育
の向上及び充実を図るこ
とを目的として実施する
有益性のある事業、教職
員の資質の向上と教育内
容の充実を目的として実
施する事業及び園児の健
康を維持することを目的
として実施する事業に要
する経費の一部を補助す
る。

補助金は、毎年度予算の範
囲内

○ 15団体

西東京市私立幼稚園補
助金交付要綱、西東京
市私立幼稚園類似施設
補助金交付要綱

5,414,000 0 0 0 5,414,000
子ども若者部
幼児教育・保育課
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事業目的
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176
特別支援教育事業費補
助金（私立幼稚園等補
助事業費）

特別な配慮が必要な幼児
の就園並びに特別支援教
育の振興及び充実を図る
ことを目的とする。

私立幼稚園等が行う特別
支援教育事業に対して費
用の一部を補助する。

特別な配慮が必要な幼児１
人につき月額15,000円

○ 12団体
西東京市私立幼稚園等
特別支援教育事業費補
助金交付要綱

16,605,000 0 0 0 16,605,000
子ども若者部
幼児教育・保育課

177
物価高騰対策支援事業
補助金（私立幼稚園等
補助事業費）

長期化する原油価格や電
気・ガス料金等を含む物
価高騰の影響を受けなが
らも、事業を継続して提
供する施設の支援を目的
とする。

令和６年度西東京市保育
所等物価高騰対策支援事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

光熱費等の物価高騰影響額
と在籍児童数等から算出す
る補助基準額とを比較し、
いずれか低い額に補助率を
乗じた額を補助する。

○ ７団体
令和６年度西東京市保
育所等物価高騰対策支
援事業補助金交付要綱

2,758,273 2,505,000 0 0 253,273
子ども若者部
幼児教育・保育課

178
多様な他者との関わり
の機会の創出事業費補
助金

保育所等を利用していな
い未就園児を定期的に預
かり、多様な他者との関
わりの中での様々な体験
や経験を通じて、子ども
の健やかな成長を図るこ
とを目的とする。

西東京市多様な他者との
関わりの機会の創出事業
費補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

事業実施に必要な経常的な
経費や、新たに事業を開始
するために必要な経費等を
補助する。

○ ４団体
西東京市多様な他者と
の関わりの機会の創出
事業費補助金交付要綱

29,259,000 0 29,259,000 0 0
子ども若者部
幼児教育・保育課

179
青少年育成地域活動費
補助金

青少年育成会等の活動に
対して補助金を交付する
ことにより、地域におけ
る環境浄化活動や青少年
の非行防止活動、青少年
の社会参加及び地域活動
の機会を充実し、青少年
が社会の一員として活動
できるよう自立性と社会
性を育成し、青少年の健
全育成に寄与することを
目的とする。

青少年育成会等への補
助・青少年の健全育成事
業の実施及び支援

補助金は毎年度予算の範囲

○ 18団体
西東京市青少年育成会
等活動補助金交付要綱

3,583,654 0 0 0 3,583,654
子ども若者部
児童青少年課

180
指導員研修会参加負担
金

職員の指導技術の向上を
図るため。

障害児療育等に関する研
修

講座「てんかん講座」
（参加費１回１名3,500
円）合計３回１名10,500円
研究協議会「生涯発達を支
える言語コミュニケーショ
ンの支援」
（参加費１回１名2,000
円）合計１回２名4,000円

○
１団体
１校

公益社団法人　日本て
んかん協会　東京都支
部
東京学芸大学附属特別
支援学校

14,500 0 0 0 14,500
子ども若者部
子ども家庭課
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181
子ども食堂推進事業補
助金

地域の子どもやその保護
者が気軽に立ち寄り、栄
養バランスの取れた食事
を取りながら、相互に交
流を行う場を提供する子
ども食堂を支援すること
により、子どもの居場所
と見守りの取組並びに支
援が必要な子どもとその
家庭の把握を行い必要な
支援につなげる取組を推
進することを目的とす
る。

子ども食堂の活動におい
て要する食材費等の補助
対象経費について、西東
京市子ども食堂推進事業
補助金交付要綱に基づき
補助金を交付する。

１　補助金額
①子ども食堂開催　月額４
万円×開催月数（上限48万
円）
②配食・宅食の取組　年額
72万円
③支援拡充の取組　年額50
万円
２　補助対象経費
需用費、使用料及び賃借
料、役務費等、設備整備費
等

○ 18団体
西東京市子ども食堂推
進事業補助金交付要綱

9,818,121 0 5,126,000 0 4,692,121
子ども若者部
子ども家庭課

182
東京多摩公立文化施設
協議会負担金

公立文化施設がその機能
を十分に発揮するため、
相互に連絡研究を行い、
もって地域の向上に資す
ること。

１協議会の開催
２各研究会の開催
３資料の収集及び情報交
換
４会報の発行など

年額10,000円

○ １団体
東京多摩公立文化施設
協議会会則

10,000 0 0 0 10,000
生活文化スポーツ部
文化振興課

183
伝統文化等継承事業補
助金

西東京市における伝統芸
能、民俗芸能及び文化財
を後継者が受け継ぎ、地
域に根付かせ継承する事
業を行う団体に対して、
補助金を交付することに
よって、伝統文化等継承
事業を推進し、もって市
民の郷土に対する認識と
愛着の向上、担い手とな
る後継者の育成及び地域
の連携を図ることを目的
とする。

1 西東京市の歴史の中で
培ってきた事業で、継承
を行うことが必要と認め
られる事業
2 過去に西東京市で実施
されていた事業で、復
活・発掘を行うことが必
要と認められる事業
3 その他市長が認める事
業

補助金の額は、予算の範囲
内で補助対象事業に要する
補助対象経費の額とし、10
万円を上限

○ ５団体
西東京市伝統文化等継
承事業補助金交付要綱

493,475 0 0 0 493,475
生活文化スポーツ部
文化振興課

184 市民まつり補助金

市民の融和と郷土愛の醸
成を図り、より良いコ
ミュニティの形成に寄与
することを目的とする。

「西東京いこいの森公
園」で実施
令和６年11月９日
（土）、10日（日）の２
日間開催

会場の設営費、会場の管
理・運営費、広報宣伝費、
事業費及び事務費

○ １団体
西東京市民まつり実行
委員会補助金交付要綱

19,800,000 0 0 0 19,800,000
生活文化スポーツ部
文化振興課

185
市民まつり出店者負担
金

行政組織等が市民まつり
に出店するにあたり、出
店に伴う出店料及びこれ
に付随する付属設備以外
に追加する付属設備につ
いて、一般出店者との公
平性を保つため、出店料
及び付属設備費用を市民
まつり実行委員会に納入
する。

【対象内訳】
行政組織　12団体
行政委員会　２団体
姉妹都市・友好都市　３
団体

テント料、付属設備追加料
金（机、椅子、コンセン
ト)

○ １団体

第21回西東京市民まつ
り出店に係る行政関係
等の出店料等に関する
確認書

360,800 0 0 0 360,800
生活文化スポーツ部
文化振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

186
子どもの文化芸術事業
補助金

西東京市内で行われる子
どもの文化芸術事業に対
し、市がその事業に係る
経費の一部を補助するこ
とにより、将来の文化芸
術の担い手となる子ども
の文化芸術活動の場及び
機会の充実を図ることを
目的とする。

補助対象者が自ら主催者
として実施する広く市民
に公開する子ども向けの
事業又は子どもの発表の
機会となる事業

補助金の額は、予算の範囲
内で補助対象経費の総額に
2分の1を乗じて得た額と
し、20万円を上限とする。

○ ○ ７件
西東京市子どもの文化
芸術事業補助金交付要
綱

1,020,000 0 0 510,000 510,000
生活文化スポーツ部
文化振興課

187
多摩北部５市美術家展
実行委員会補助金

多摩北部5市市民が市域を
越えた交流を図り、相互
の理解を深め、もって多
摩北部5市の新たな可能性
の追求、地域の魅力づく
り等に資することを目的
とする。

多摩北部5市市民から作品
を募集し美術展を実施。
令和６年11月23日から11
月29日まで西東京市南町
スポーツ・文化交流セン
ター「きらっと」にて開
催。

予算の範囲内(1,423,000円
以内)

○ １団体
令和６年度多摩北部5市
美術家展実行委員会補
助金交付要綱

1,423,000 0 0 711,000 712,000
生活文化スポーツ部
文化振興課

188
施設維持管理費負担金
(（仮称）西東京市民文
化プラザ運営管理費)

ONE　FOR　ALL西東京内に
設置する西東京市民文化
プラザの光熱水費、維持
管理費等の共益費

ONE　FOR　ALL西東京内に
設置する西東京市民文化
プラザの共益費
令和６年11月開設

賃貸人と合意した額

○ １団体 賃借人と締結した覚書 4,700,685 0 3,525,000 0 1,175,685
生活文化スポーツ部
文化振興課

189 体育協会運営費補助金

西東京市のスポーツ振興
と市民の健康の保持・増
進及び体力の向上を図
る。

西東京市におけるスポー
ツ・レクリエーションの
普及、振興、向上等に寄
与し、かつ、公益性を有
する事業

事務局職員人件費・印刷製
本費・体協加盟団体活動費

○ １団体
特定非営利活動法人西
東京市体育協会運営費
補助金交付要綱

1,919,000 0 0 0 1,919,000
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

190
東京都スポーツ推進委
員協議会負担金

スポーツ推進委員の資質
の向上と機能の強化を図
り、協調体制の確立を目
的とし、スポーツ振興に
寄与する。

スポーツ推進委員の資質
の向上を図るため、研究
大会、その他研究協議会
等の開催に要する費用を
支出する。

負担金

○ ２団体

・(一社）東京都スポー
ツ推進委員協議会定款
・東京都スポーツ推進
委員広域地区別研修会
（第10ブロック）開催
要項

61,000 0 0 0 61,000
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

191
総合型地域スポーツク
ラブ補助金

スポーツクラブの運営を
円滑に推進し、地域住民
のコミュニティの形成に
資する。

総合型地域スポーツクラ
ブ活動支援

賃金・使用料及び賃借料

○ １団体
西東京市総合型地域ス
ポーツクラブ運営費等
補助金交付要綱

2,197,560 0 0 0 2,197,560
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

192
全国スポーツ推進委員
連合負担金

スポーツ推進委員を統括
する組織として、スポー
ツ推進委員相互の協力体
制を確立して資質の向上
を図るとともに、社会の
変化に応じた地域スポー
ツの振興に関する事業を
行い、国民の健康体力づ
くりや生涯を通じたス
ポーツ習慣の形成を図
り、国のスポーツの発展
に寄与する。

スポーツ推進員及び地域
におけるスポーツ指導者
の資質の向上に関する研
修会、講習会等の開催等

普通会員会費
500円×17人

○ １団体

・公益社団法人全国ス
ポーツ推進委員連合定
款
・公益社団法人全国ス
ポーツ推進委員連合会
員規定

8,500 0 0 0 8,500
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

193 スポーツ振興補助金

市民のスポーツ活動に対
し、補助金を交付し社会
体育の振興を図る。

国際大会・全国大会・関
東大会の出場に伴う経費
の一部を補助

交通費・宿泊費

○ ○ 17件
西東京市スポーツ振興
事業補助金交付要綱

604,700 0 0 604,700 0
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

194
スポーツ相談窓口運営
費補助金

年齢や障害の有無に関わ
らず誰でも利用でき、市
民のスポーツ・運動、健
康づくりのきっかけづく
りを支援する。

相談員の専門的知識を
し、資質の向上を図る。

人件費

○ １団体
特定非営利活動法人西
東京市体育協会運営費
補助金交付要綱

423,440 0 0 0 423,440
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

195 講習会派遣負担金

スポーツ推進委員の資質
の向上を図り、市民のス
ポーツ振興に寄与する。

スポーツ推進委員が様々
の講習を受けることで、
知識向上を図り、市民に
還元する。

講習会参加費

○ ６人
スポーツ基本法、西東
京市スポーツ推進委員
に関する規則

13,000 0 0 0 13,000
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

196
市町村総合スポーツ大
会負担金

広く多摩地域にスポーツ
を普及し、多摩地域の健
康増進と体力向上を図
り、市町村民生活を明る
く豊かにすることを目的
とする。

市の選手等を派遣するこ
とにより、スポーツ振興
及び競技力の向上を図
る。

開閉会式役員派遣費
各競技大会選手派遣費

○ １団体
東京都市町村総合体育
大会実施要項

310,000 0 0 0 310,000
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

197
市町村ボッチャ大会負
担金

障害の有無や年齢，性別
などにかかわらず，同一
ルールの下で競技を楽し
むことができるボッチャ
競技を広く多摩地域で実
施し，東京2020大会の多
摩地域全体におけるレガ
シーとして，障がい者ス
ポーツも含めたインク
ルーシブスポーツの普及
を図っていく。

各市町村からの推薦チー
ムが一同に集まり、予選
リーグで上位チームが、
決勝トーナメントに進
み、１位～３位までを決
める。

大会サポーター費
大会記念品代等

○ １団体
東京都市町村ボッチャ
大会　開催要項

8,354 0 0 0 8,354
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

198
関東スポーツ推進委員
研究協議会負担金

関東各都県スポーツ推進
委員が一堂に集まり、ス
ポーツの諸問題について
研究しスポーツ推進委員
の資質の向上と相互の情
報交換を図り、地域のス
ポーツの発展に寄与す
る。

関東各地から集まるス
ポーツ推進委員が一堂に
集まり講義等を受けるこ
とで、知識向上を図り、
市民に還元する。

研究協議会参加費

○ ３人
関東スポーツ推進委員
研究大会群馬県大会開
催要項

9,000 0 0 0 9,000
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

199
勤労者福祉サービスセ
ンター運営費補助金

西東京市勤労者福祉サー
ビスセンターに対し、補
助金を交付することによ
り、中小企業の勤労者福
祉の増進を図ることを目
的とする。

中小企業の事業主と従業
員の方々向けの慶弔共
済、福利厚生事業など
様々なサービスを安価で
提供する。

補助金の交付の対象になる
経費は、管理運営費に係る
経費とする。

○ １団体
西東京市勤労者福祉
サービスセンター運営
費補助金交付要綱

7,037,507 0 0 0 7,037,507
生活文化スポーツ部
産業振興課

200
中小企業退職金共済掛
金補助金

国の中小企業退職金共済
制度への加入を促進し、
市内中小企業の従業員の
雇用安定と振興を図るこ
とを目的とする。

国の中小企業退職金共済
制度に納付する共済掛金
の一部を補助する。

36ヶ月を限度に、1人につ
き1月当たり500円(ただ
し、掛金の月額が2,000円
のときは１人につき１月当
たり300円）を補助する。

○ 135件
西東京市中小企業退職
金共済掛金補助金交付
要綱

3,651,200 0 0 0 3,651,200
生活文化スポーツ部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

201 農業団体補助金

市内の農業団体等が農業
の発展と向上に寄与する
ために行う事業に対し
て、市が予算の範囲内に
おいて、補助金を交付す
ることにより、その事業
を促進することを目的と
する。

企業的農業経営、農業後
継者の指導・育成及び確
保、都市型農業の調査及
び研究、出荷生産物の市
場調査及び情報交換、品
種の改良・新種の導入及
び栽培技術の向上、優良
品種の出荷及び販売等、
各種資材等の共同購入、
病害虫等の共同防除、農
業経営上の先進地の視察
等

予算の範囲内で、次の基準
による。
団体の基本額を11万円と
し、団体の会員が41人以上
の場合、41人目から一人当
たり５千円を基本額に加算
し、上限額を18万円とす
る。

○ ５団体
西東京市農業団体等補
助金交付要綱

640,000 0 0 0 640,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

202
安全安心農業推進事業
補助金

市内農業者の堆肥等の購
入に係る費用の一部を補
助することにより、農地
の土壌の生態系を保持
し、安全で安心な農産物
の生産を重視した農業を
推進することで市民の農
業への理解を深めるとと
もに、西東京市における
農業の育成及び振興を図
ることを目的とする。

堆肥、有機質肥料フェロ
モン剤及びマルチシート
を購入する費用の一部を
補助し、各種別ごとに年
間世帯１回とする。

＜堆肥＞
補助率２分の１、上限３万
円
認定農業者は、上限６万円
＜有機質肥料＞
補助率２分の１、上限３万
円
認定農業者は、上限６万円
＜フェロモン剤＞
補助率２分の１、上限３万
円
認定農業者は、上限６万円
＜マルチシート＞
補助率３分の１、上限１万
円
認定農業者は、上限３万円
＜生物農薬＞
補助率２分の１、上限３万
円
認定農業者は、上限６万円

○

   堆肥
   39人

有機質肥
料
   30人

フェロモ
ン剤
    3人

マルチ
シート
   ７人

 生物農薬
   １人

西東京市安全安心農業
推進事業補助金交付要
綱

2,160,000 0 0 0 2,160,000
生活文化スポーツ部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

203
市産農産物等活用推進
事業補助金

西東京市を産地とする農
産物又は市産農産物の加
工品の生産を行う事業者
が、市産農産物等を市民
に広く宣伝し、市民の都
市農業への関心と理解を
深めるとともに、市内に
おける農業の育成及び振
興を図ることを目的とす
る。

市産農産物等の販売等に
用いる資材に係る経費の
一部を補助し、毎年度１
補助対象事業者につき、
１回限りとする。

補助対象経費の３分の２以
内とし、補助対象事業者の
区分に応じ、上限額を定め
る（２万円・４万円・５万
円）。

○ ○ 24人
西東京市産農産物等活
用推進事業補助金交付
要綱

529,000 0 0 0 529,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

204 商工会補助金

市内商工業の振興と安定
地域振興の推進

経営改善普及事業（税務
記帳相談指導、経営相談
指導等）

運営費

○ 1団体
西東京市商工会補助金
交付要綱

18,524,199 0 0 0 18,524,199
生活文化スポーツ部
産業振興課

205
商店街活性化推進事業
補助金

商店街の発展
地域経済の活性化

催事費等の経費の一部を
補助

催事費等

○ 11団体
西東京市商店街活性化
推進事業補助金交付要
綱

43,234,000 4,400,000 18,264,000 0 20,570,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

206 公衆浴場補助金

市内の公衆浴場が実施す
る事業その他必要な経費
の一部を補助することに
より、市民の健康と福祉
に寄与することを目的と
する。

薬湯実施事業費、施設整
備費、燃料費その他市長
が必要と認める事業に関
する経費について補助す
る。

薬湯実施事業費
施設整備費
燃料費
その他市長が必要と認める
事業に関する経費

○ 3浴場
西東京市公衆浴場補助
金交付要綱

1,617,000 0 0 0 1,617,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

207

1 中小企業事業資金融
資あっせん利子等補給
負担金

2 創業資金融資あっせ
ん利子等補給負担金

3 中小企業借換資金融
資あっせん利子等補給
負担金

4 新型コロナウイルス
感染症対策運転資金融
資あっせん利子等補給
負担金

5 物価高騰等対策運転
資金融資あっせん利子
等補給負担金

中小企業者に対し、その
必要な資金について、市
が金融機関に融資をあっ
せんし、当該融資につい
て利子補給等の助成措置
を行うことにより、中小
企業の振興に寄与するこ
とを目的とする。

中小企業者に対し、その
事業経営に必要な資金に
ついて、金融機関に融資
をあっせんし、当該融資
について利子補給等の助
成措置を行う。

1：融資限度額700万円・償還期
間５年以内・利子補給率年
0.995％、設備資金及び運転設
備併用：限度額1,000万円・償
還期間７年以内・利子補給率年
0.995％
2：融資限度額700万円・償還期
間５年以内・利子補給率年
0.995％、創業設備資金及び創
業運転設備併用：限度額1,000
万円・償還期間７年以内・利子
補給率年0.995％
3：融資限度額700万円・償還期
間５年以内・利子補給率年
1.395％、特定創業設備資金及
び特定創業運転設備併用：限度
額1,000万円・償還期間７年以
内・利子補給率年1.395％
4：融資限度額500万円・償還期
間５年以内・利子補給率
1.975％
5：融資限度額1,500万円・償還
期間10年以内・利子補給率年
0.995％
運転設備併用：限度額1,500万
円・償還期間10年以内・利子補
給率年0.995％・保証料限度額
20万円
6：融資限度額500万円・償還期
間５年以内・利子補給率
1.475％・利子補給額全額負担
※上記５以外は保証料全額助成

○ 1,311件
西東京市中小企業事業
資金融資あっせん条例

58,960,568 22,022,000 0 2,249,539 34,689,029
生活文化スポーツ部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

208 地域活性化事業補助金

東伏見駅周辺の地域を活
性化し、及び市民の福祉
の向上に資する事業を実
施することを目的とす
る。

市民等で構成される東伏
見ふれあいプラザ企画運
営委員会に対し、その運
営に要する経費の一部を
市が補助する。

東伏見ふれあいプラザにお
いて事業を行うスペースに
係る家賃及び共益費

○ １団体
東伏見ふれあいプラザ
企画運営委員会運営費
等補助金交付要綱

1,584,000 0 0 0 1,584,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

209
チャレンジショップ事
業補助金

新規開業者への支援によ
る事業者の育成および空
き店舗等の有効活用

初期投資費用軽減として
の家賃補助

事業費
（西東京商工会への間接補
助） ○ １団体

西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補
助金交付要綱

2,574,000 0 0 0 2,574,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

210
創業支援・経営革新相
談センター事業補助金

創業・新規開業者の支援
による事業者育成

西東京創業支援・経営革
新相談センター運営（創
業・新規開業者の支援
等）

運営費及び事業費
（西東京商工会への間接補
助） ○ １団体

西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補
助金交付要綱

5,780,000 0 0 0 5,780,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

211
認定農業者経営改善支
援補助金

認定農業者に農業用機械
等の購入に要する経費や
ビニールハウス、防鳥
ネットその他の農業用施
設の整備等に要する経費
を補助することで、改善
計画を推進することを目
的とする。

認定農業者経営改善計画
の内容に沿って必要と認
められる「農機具等購
入」や「施設等整備」に
係る経費の補助

認定農業者１経営体につき
補助対象経費の２分の１に
相当する額（1,000円未満
切捨て上限は200,000円ま
で）とする。 ○ 11人

西東京市認定農業者経
営改善支援補助金交付
要綱

1,970,000 0 0 0 1,970,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

212 一店逸品事業補助金

モノやサービスなど個店
独自の「逸品」を確立
し、入りたくなる店づく
りへとつなげる事業に対
する支援

西東京商工会が行う運営
委員会・選考委員会など
の運営費に関する経費

運営費及び事業費（西東京
商工会への間接補助）

○ １団体
西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補
助金交付要綱

3,000,000 0 0 0 3,000,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

213
未来に残す東京の農地
プロジェクト補助金

農地の持つ防災、環境保
全等の多面的機能をより
発揮させるとともに、地
域住民に配慮した基盤整
備により、もって貴重な
都市農地の保全を図るこ
とを目的とする。

東京都「未来に残す東京
の農地プロジェクト」事
業を活用し、土留め工事
や防薬シャッター、防災
兼用井戸、簡易直売所の
整備等を補助

補助率：都が３/４
（15/20）、市が１/20。

○ ３人
西東京市未来に残す東
京の農地プロジェクト
補助金交付要綱

8,801,000 0 0 0 8,801,000
生活文化スポーツ部
産業振興課

214
日本非核宣言自治体協
議会分担金

全国の自治体、さらには
全世界の自治体に核兵器
廃絶、平和宣言を呼びか
けるとともに、非核都市
宣言を実施した自治体間
の協力体制を確立する。

非核都市宣言に関する資
料の収集及び交換や、非
核都市宣言の呼びかけの
ために必要な調査研究 ○ １団体

日本非核宣言自治体協
議会会則

60,000 0 0 0 60,000
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

215
多摩東人権擁護委員協
議会負担金

自由人権思想の普及・高
揚を図り、多面的な人権
啓発活動を展開するた
め。

児童・生徒対象事業「人
権の花」「中学生人権作
文コンテスト」等
一般市民対象事業「講演
会」

○ １団体
多摩東人権擁護委員協
議会会則

429,300 0 0 0 429,300
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

216
北方領土の返還を求め
る都民会議負担金

日本固有の領土である北
方領土（歯舞郡島、色丹
島、国後島及び択捉島）
の返還実現を図るため北
方領土問題に対する都民
の関心と理解を一層深め
ることを目的とする。

「北方領土の返還を求め
る都民大会」開催のほ
か、北方領土問題に対す
る都民の関心と理解を深
めるため、研修会の開催
等各種啓発・宣伝活動の
実施

○ １団体
北方領土の返還を求め
る都民会議規約

5,000 0 0 0 5,000
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

217
自治会・町内会等活性
化補助金

自治会・町内会等の活性
化及び良好な地域社会の
維持・形成を図るため。

（通常部門）
市内の自治会・町内会等
が自ら行う地域福祉の促
進と地域づくりに資する
事業について、対象経費
の一部を補助する。

（地域連携部門）
自治会・町内会等がNPO法
人や市民活動団体と連携
して実施する事業に対し
て、対象経費の一部を補
助する。

（通常部門）
補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
12,000円と加入世帯数に
200円を乗じた額の合計額
を上限とする。（千円未満
切り捨て）

（地域連携部門）
10万円を上限とする。
※補助率は申請団体に応じ
て最大10/10

○ 46件

（通常部門）
西東京市自治会・町内
会等活性化補助金交付
要綱

（地域連携部門）
西東京市自治会・町内
会等活性化補助金地域
連携部門交付要綱

2,631,091 0 0 0 2,631,091
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

218
地域協力ネットワーク
補助金

地域で活動している様々
な団体や地域住民が「連
携」「協力」し合い、ま
ちづくりのために活動す
る住民自治組織である地
域協力ネットワークの活
動や運営を支援すること
により、地域コミュニ
ティを活性化することを
目的とする。

地域で活動している様々
な団体や地域住民が「連
携」「協力」し合い、ま
ちづくりのために活動す
るネットワ－クの住民自
治組織である地域協力
ネットワークの活動や運
営に係る経費を補助す
る。

補助対象経費の実支出額と
し、上限額を以下のとおり
とする。複数の補助対象事
業等に係る補助対象経費の
場合は、その合算額の上限
を40万円とする。
(１)　地域連携・協力事
業、地域活性化事業、広報
事業及び市長が認める事業
40万円
(２)　運営事務　10万円

○ ４団体
西東京市地域協力ネッ
トワーク補助金交付要
綱

1,579,410 0 0 0 1,579,410
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

219
国民生活センター相談
員研修会負担金

消費者行政職員及び消費
生活相談員を対象に、消
費生活相談を適切かつ迅
速に解決するために必要
な専門知識及び相談対応
の技法の習得・向上を目
的に、研修会を実施。

講義や、具体的な相談事
例を用いた事例検討や
ケースステディ、参加・
体験型のアクティブラー
ニング等 ○ １団体

令和６年度消費生活相
談員研修 専門・事例講
座実施要領

2,600 0 0 0 2,600
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

220
一般コミュニティ助成
金

住民が自主的に行うコ
ミュニティ活動の促進を
図り、地域の連帯感に基
づく自治意識を盛り上げ
るため。

団体のコミュニティ活動
に必要な設備を整備する
ため、備品購入費を助成
する。

10万円を単位（10万円未満
を切り捨て）として計算
し、助成対象経費の実支出
額と250万円とを比較して
いずれか少ない方の額

○ １団体
西東京市一般コミュニ
ティ助成事業助成金交
付要綱

2,100,000 0 0 0 2,100,000
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
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財　　源　　内　　訳
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令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

221
市民協働企画提案事業
補助金

特定非営利活動法人、市
民活動団体その他営利を
目的としない団体が市と
ともに地域課題の解決に
向けて取り組む事業に対
し、その経費の一部を補
助する。

市民の福祉の向上及び市
民の利益につながり、公
益上必要性が認められる
事業を募集し、審査によ
り採択・実施する。

審査により採択された事業
に係る経費の一部を負担す
る。

○ 11団体
西東京市市民協働企画
提案事業補助金交付要
綱

1,495,703 0 0 0 1,495,703
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

222 管理助成費

自治会内等に設置されて
いる児童遊園地の管理者
に対し、管理経費の一部
を補助し経費負担の軽減
を図るとともに、地域に
おける児童福祉の増進に
寄与する。

自治会等で管理している
児童遊園地について、管
理経費の一部を市が補助
する。

１ヶ所9,000円

○ ７団体
西東京市児童遊園地管
理費補助金交付要綱

135,098 0 0 0 135,098
みどり環境部
みどり公園課

223 保存樹木等補助金

市内に残されている樹木
や樹林の保全を支援し、
市民の健康で安全かつ快
適な生活環境を確保する
ことを目的とする。

貴重な財産であるみどり
を保持・保全する市民に
対して、樹木等の維持管
理費の一部を市が補助す
る。

保存樹
　１本40,000円（上限）
　※剪定費用の１/２
保存樹林
　１㎡年額60円
保存生垣
　１m年額240円

○

保存樹木
895本

保存樹林
18,573㎡
保存生垣
7,553.5m

西東京市みどりの保護
と育成に関する補助金
交付要綱

3,895,468 0 0 0 3,895,468
みどり環境部
みどり公園課

224
緑と花の沿道推進事業
補助金

道路沿いに新たに生垣等
の造成等をしようとする
者に対し、必要な経費の
一部を補助することによ
り、宅地と道路との接道
部の緑化を推進するとと
もに、併せてブロック塀
等の倒壊による災害の発
生を防止することを目的
とする。

生垣の造成等について、
その費用の一部を市が補
助する。

生垣の造成
　１m　10,000円
花壇の造成（花き等の購入
を含む。）
　１m　10,000円
フェンス緑化に関するフェ
ンスの設置
　１m　5,000円
フェンスの緑化
　１m　2,000円
ブロック塀等の撤去
　１m　6,000円
（すべて上限20m）
（ブロック塀、万年塀等の
撤去を伴わない場合、補助
額は2分の1）

○
３件

31.0ｍ

西東京市緑と花の沿道
推進事業補助金交付要
綱

155,000 0 0 0 155,000
みどり環境部
みどり公園課

225
専用水道事務等委託負
担金

水道法に規定する専用水
道及び簡易専用水道、小
規模貯水槽水道等及び飲
用に供する井戸等の衛生
確保

水道法に規定する専用水
道及び簡易専用水道、小
規模貯水槽水道等及び飲
用に供する井戸等の衛生
を確保することにより、
市民が安全で快適な日常
生活を送れる。

水道法に規定する専用水道
及び簡易専用水道、小規模
貯水槽水道等及び飲用に供
する井戸等の衛生確保に関
する事務の管理及び執行に
要する経費

○ １団体
西東京市専用水道事務
等の事務委託に関する
規約

4,766,332 0 0 0 4,766,332
みどり環境部
環境政策課

226
飼い主のいない猫の不
妊・去勢手術費助成金

地域住民の理解と協力を
得て、市内に生息する飼
い主のいない猫の数を抑
制し、市民の快適な生活
環境の保持及び動物愛護
精神の高揚を図ることを
目的とする。

市内に生息する飼い主の
いない猫の不妊・去勢手
術費の一部を助成する。

オス猫5,000円
メス猫10,000円

○

   オス
   27件

   メス
   26件

西東京市飼い主のいな
い猫の不妊・去勢手術
費助成実施要綱

395,000 0 0 0 395,000
みどり環境部
環境政策課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

227
スズメバチ類の巣駆除
費用助成金

スズメバチの危害から市
民生活を守るためにスズ
メバチの巣を駆除するも
のに対して駆除に要する
経費の一部を補助するこ
とにより、市民への被害
を防止し、市民の安全な
生活環境を保持すること
を目的とする。

宅地内に営巣するスズメ
バチの巣の駆除を指定業
者等に依頼した場合に、
その費用の一部を助成す
る。

駆除費用の半額
上限　10,000円

○ 113件
西東京市スズメバチ類
の巣駆除作業補助金交
付要綱

1,000,000 0 0 0 1,000,000
みどり環境部
環境政策課

228 地球温暖化対策助成金

LED照明器具に取換えを行
う者に対し、その購入に
要する費用の一部を市が
助成することにより、LED
照明器具の普及を促進す
ることで二酸化炭素排出
量を削減し、もって地球
温暖化対策に寄与するこ
とを目的とする。

節水シャワーヘッドを買
い換えて設置した者に対
し、その費用の一部を市
が助成することにより、
市民の節水に係る取組の
促進及び節水意識の向上
を図ることで二酸化炭素
の排出量を削減し、もっ
て地球温暖化対策に寄与
することを目的とする。

蛍光灯器具からＬＥＤ照
明器具へ取り換えた場合
に、その費用の一部を助
成する。

30パーセント以上の節水
又は1分間当たりの使用水
量が7リットル以下になる
ことが明示されている浴
室用の節水シャワーヘッ
ドへ取り換えた場合に、
その費用の一部を助成す
る。

１台あたり税抜き5,000円
以上の購入で 一律 2,500
円 の助成（上限25万円
（台数：100台））

税抜き6,000円以上の節水
シャワーヘッドを新品で購
入することで3,000円（一
律）を助成

○ ○

LED照明器
具
  105件

シャワー
ヘッド
  588件

西東京市地球温暖化対
策助成金(LED照明器具)
交付要綱

西東京市地球温暖化対
策助成金(節水シャワー
ヘッド)交付要綱

2,886,500 0 0 1,443,250 1,443,250
みどり環境部
環境政策課

229 地球温暖化対策助成金

省エネ家電に買い換えて
設置する者に対し、その
経費の一部を市が助成す
ることにより、原油価
格・物価高騰の影響に係
る負担を軽減するととも
に、当該機器の普及を図
り、もって地球温暖化対
策に寄与することを目的
とする。

現在の冷蔵庫を省エネ効
果が高い機器に買い替え
た場合に、その費用の一
部を助成する。

購入区分が
①市内に店舗を有する家電
量販店等：15,000円
②市内に店舗又は事業所を
有する事業者（①以外）：
20,000円 ○ 1,508件

西東京市地球温暖化対
策助成金交付要綱

23,025,000 0 11,070,000 0 11,955,000
みどり環境部
環境政策課

230
東京都市公害事務連絡
協議会負担金

都市環境・公害に関し、
調査、研究等を行うとと
もに、関係諸機関との連
絡協調を図り、事業の円
滑な運営を図ることを目
的とする。

環境・公害関係事務及び
これらに関する研究並び
にその協議、研修会に関
する事業を行う。

１自治体1,000円

○ １団体
東京都市環境・公害事
務連絡協議会規約

1,000 0 0 0 1,000
みどり環境部
環境政策課

231 集団回収奨励金

廃棄物の減量化を促進
し、資源の有効利用の認
識を深める。

集団回収団体に対し、奨
励金を交付する。

新聞・雑誌・ダンボール・
古布類　１kg　７円

○ 291団体
西東京市集団回収奨励
金交付要綱

15,711,150 0 0 0 15,711,150
みどり環境部
資源循環推進課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

232 柳泉園組合負担金

構成3市（西東京市・清瀬
市・東久留米市）内より
排出された、ごみ、し
尿・資源物の中間処理を
行う。

ごみ処理施設の設置及び
運営に関すること。し尿
処理施設の設置及び運営
に関すること。最終処分
場までの運搬に関するこ
と。

組合の経費は、構成市の負
担金による。

○ １団体 柳泉園組合規約 743,348,000 0 155,652,000 0 587,696,000
みどり環境部
資源循環推進課

233
東京たま広域資源循環
組合負担金

構成25市１町より排出さ
れ、中間処理（焼却・破
砕）されたごみの最終処
分を行う。

一般廃棄物の最終処分を
広域的に行うための最終
処分場の設置及び管理に
関する事務。一般廃棄物
の焼却残さ等の処理を広
域的に行う事業に関する
事務。

組合の経費は、組織団体の
負担金による。

○ １団体
東京たま広域資源循環
組合規約

428,728,000 0 93,334,000 0 335,394,000
みどり環境部
資源循環推進課

234 注射針回収事業補助金

一般社団法人西東京市薬
剤師会が実施する使用済
み注射針回収事業に要す
る経費の一部を補助する
ことにより、使用済み注
射針の適正な処理を図る
ことを目的とする。

在宅医療で患者自身が使
用した注射針は、廃棄物
としての処理過程で針刺
し事故や感染の危険性が
あることから、薬剤師会
で回収及び処理を行って
おり、処理に係る経費に
ついて補助金を交付す
る。

・回収容器購入に係る経費
⇒１個当たり 110円
・回収容器の処分委託に係
る経費
⇒１箱当たり 2,420円
※補助金の額は、毎年度予
算の範囲内

○ １団体
西東京市使用済み注射
針回収事業補助金交付
要綱

361,000 0 0 0 361,000
みどり環境部
資源循環推進課

235
清掃事業者物価高騰等
対応支援金

原油価格 、電気・ガス料
金等の物価高騰の影響を
受けているごみの収集及
び運搬を行う事業者に対
し、負担の軽減を図るた
めに支援金を交付する。

西東京市と委託契約を結
ぶ西東京市清掃事業協同
組合 又は 東多摩再資源
化事業協同組合に所属
し、かつ、市内で清掃事
業（一般廃棄物のうち家
庭から排出されるごみの
収集及び運搬を行うこと
をいう。）を行う事業者
に対して支援金を交付す
る。

清掃関係車両１台当たり
34,560円

○ ９団体
西東京市清掃事業者物
価高騰等対応支援金交
付要綱

0 0 0 0 0
みどり環境部
資源循環推進課

236 首都道路協議会負担金

東京都及びその周辺の道
路整備の促進と道路交通
の改善ならびに首都を中
心とする道路網の整備を
推進する。

道路整備の促進並びに交
通改善の推進のための事
業等

一律30,900円

○ １団体 協議会定款 30,900 0 0 0 30,900
まちづくり部
都市計画課

237
東京都街路事業促進協
議会負担金

都市計画街路及びこれら
に関連する諸事業の速や
かな整備充実を積極的に
促進するため、調査研究
その他事業を行う。

国庫補助、起債等の増加
拡大等について、政府そ
の他に要請を行う。

人口比率25,000円（20万人
以上30万人未満※）
＋ 一律16,000円
※千人未満は切り捨て
人口：令和２年１月末現
在、西東京市に住民登録さ
れている総人口

○ １団体 協議会規約 41,000 0 0 0 41,000
まちづくり部
都市計画課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

238
道路整備促進期成同盟
会東京都協議会負担金

多摩・島しょ地域におけ
る道路整備を促進するた
め、道路財源の確保、道
路予算の拡大等について
積極的な活動を行う。

国会、政府、東京都等関
係機関に対する請願、陳
情に関する事業等

基本額11,000円
＋人口×20銭
(千円未満四捨五入）
人口：令和６年４月１日
現在、西東京市に住民登録
されている日本人人口

○ １団体 協議会会則 51,000 0 0 0 51,000
まちづくり部
都市計画課

239
東京都道路整備事業推
進大会負担金

東京の広域化する交通混
雑の緩和や安全で快適な
まちづくりに資するた
め、道路、橋梁、鉄道連
続立体交差等の整備及び
公共交通を充実させる都
市モノレール等の整備の
推進を図る。

道路整備事業等を促進す
るため必要な意見発表を
行うこと等

市一律30,000円

○ １団体 大会規約 30,000 0 0 0 30,000
まちづくり部
都市計画課

240
東京都連続立体交差事
業促進協議会分担金

東京都内で実施される連
続立体交差事業促進のた
めの政策提言並びに関連
事業を含む事業制度の拡
充及び予算の拡充・確保
に努め、もって円滑な事
業の促進を図り、都市交
通の円滑化とともに、沿
線のまちづくり、地域の
活性化に寄与することを
目的とする。

連続立体交差事業及び関
連事業の促進に関し、政
府その他機関に対する政
策提言、事業制度拡充,予
算の拡充、確保などの要
望等

一律30,000円

○ １団体 協議会規約 30,000 0 0 0 30,000
まちづくり部
都市計画課

241
連続立体交差事業負担
金

踏切の除却による交通円
滑化及びまちの分断解消
によるにぎわいの創出等
のために東京都が実施す
る西武鉄道新宿線井荻駅
から西武柳沢駅間の連続
立体交差化を推進する。

西武鉄道新宿線井荻駅か
ら西武柳沢駅間の連続立
体交差化の実施に伴う費
用について関係する区市
が支出する負担金

各年度の市内区間の事業に
要した費用について国及び
都の規定に応じた負担割合
を乗じた額

○ １団体
地方財政法第27条第１
項

16,118,323 0 0 0 16,118,323
まちづくり部
都市計画課

242
高齢者アパート返還に
伴う転居費等助成金

「長寿荘」及び「松和マ
ンション」等の賃貸借契
約の期間満了に伴い、居
住者の民間賃貸住宅への
移転を実施し、家賃等の
助成を行うことで居住の
安定を図ることを目的と
する。

民間賃貸住宅の家賃等の
助成を行う。

家賃の上限を53,700円/月
とし、長寿荘・松和マン
ション等の家賃との差額を
助成

保証委託料・火災保険料・
更新料は同一年度の上限
104,700円

○ ５人
西東京市高齢者アパー
ト利用者の移転に伴う
家賃等助成金交付要綱

2,454,897 0 0 0 2,454,897
まちづくり部
住宅課

243
家賃債務保証料等助成
金

住宅を借りる際に保証人
が見つからず契約や更新
が出来ない住宅確保要配
慮者に対して保証委託契
約をあっせんし、家賃債
務保証料等を助成するこ
とで、住み慣れた地域に
引き続き居住することを
目的とする。

所得制限等、一定の要件
を満たす者に対して保証
委託料の一部、初期費用
の一部、少額短期保険料
の一部助成を行う。

保証委託料の１/２で上限
20,000円
新規契約時と初回更新時の
２回分を限度とする。
契約時の初期費用で上限
140,000円
少額短期保険料の１/２で
上限1,500円/月
２年間を限度とする。

○ 10件

西東京市住宅確保要配
慮者民間賃貸住宅入居
支援・居住継続支援制
度実施要綱

241,650 0 116,625 0 125,025
まちづくり部
住宅課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

244
木造住宅耐震診断補助
金

地震の際の住宅の倒壊に
よる被害の軽減による住
民の安全性確保を図る。

住宅の耐震性の向上に資
する事業を行う者に対し
て助成を行う。

補助率 １/２
上限額 60,000円

○ 17件
西東京市木造住宅耐震
診断助成金交付要綱

1,020,000 510,000 255,000 0 255,000
まちづくり部
住宅課

245
木造住宅耐震改修補助
金

地震の際の住宅の倒壊に
よる被害の軽減による住
民の安全性確保を図る。

住宅の耐震性の向上に資
する事業を行う者に対し
て助成を行う。

補助率　１/２
改修の上限額 900,000円
補助率　１/３
除却の上限額 300,000円

○
改修２件
除却５件

西東京市木造住宅耐震
改修等助成金交付要綱

3,300,000 1,613,000 843,000 0 844,000
まちづくり部
住宅課

246
市営住宅移転に伴う転
居費等助成金

市営住宅の老朽化に伴
い、使用者の安全を確保
するため、使用者に民間
賃貸住宅等への移転を実
施し、家賃等の助成を行
うことで、居住の安定を
図ることを目的とする。

民間賃貸住宅等の契約に
伴う初期費用、家賃、移
転費用等の助成を行う。

家賃の上限を74,800円と
し、規定により計算した使
用料を控除した額を助成す
る。
移転費用は176,000円を上
限とする。
初期費用は299,200円を上
限とする。
更新料、保証委託料、火災
保険料は実費額とする。
少額短期保険料は月額
3,000円を上限とする。

○ 11人
西東京市営住宅移転に
伴う転居費等助成金交
付要綱

9,379,833 0 0 0 9,379,833
まちづくり部
住宅課

247
ブロック塀等安全対策
促進助成金

地震発生時において避難
路沿道に存するブロック
塀等の倒壊による人的被
害を防ぐため、ブロック
塀の安全対策に係る費用
の一部を助成すること
で、市内におけるブロッ
ク塀の安全対策を促進
し、市民の安全・安心の
確保を図ることを目的と
する。

ブロック塀等の安全対策
に係る費用の一部助成を
行う。

費用の合計額（税抜）又
は、助成対象ブロック塀等
の総延長に１ｍ当たり
80,000円を乗じた額のいず
れか低い額に３分の２を乗
じて得た額を限度とする。

○ ○ 27件
西東京市ブロック塀等
安全対策促進事業助成
金交付要綱

16,467,000 8,227,000 4,107,000 0 4,133,000
まちづくり部
住宅課

248
耐震シェルター設置費
補助金

高齢者等が居住する市内
の木造住宅に耐震シェル
ター等を設置するための
経費の一部を市が助成す
ることにより、耐震シェ
ルター等の設置の促進を
図り、地震による住宅の
倒壊から高齢者等の生命
を守ることを目的とす
る。

高齢者等が居住する市内
の木造住宅に耐震シェル
ター等を設置するための
経費の一部を助成する。

補助率　9/10
上限額　300,000円

〇 １件
西東京市耐震シェル
ター等設置助成金交付
要綱

300,000 150,000 0 0 150,000
まちづくり部
住宅課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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決　算　額
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財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

249
分譲マンション耐震化
補助金

管理組合が実施する耐震
化に係る耐震診断、補強
設計、耐震改修等に係る
費用の一部を市が助成す
ることにより、分譲マン
ションの耐震化を促進
し、地震での倒壊による
周辺地域への影響を最小
限に抑え、市民の生命及
び財産を守り、もって災
害に強いまちづくりを実
現することを目的とす
る。

昭和56年5月31日以前に着
工されたもので、耐火建
築物又は準耐火建築物の
マンションの耐震改修等
を行う分譲マンションの
管理組合又はその代表者
(区分所有者の集会の決議
で決定された代表者に限
る。)に対し助成を行う。

【耐震診断】助成対象費用
の基準額に3分の2を乗じて
得た額とし、その額が200
万円を超える場合は200万
円とする。
【補強設計】助成対象費用
の基準額に3分の2を乗じて
得た額とし、その額が200
万円を超える場合は200万
円とする。
【耐震改修、建替え又は除
却】助成対象費用の基準額
に100分の23を乗じて得た
額とする。ただし、その額
が1,500万円を超える場合
は1,500万円とする。

〇 １件
西東京市分譲マンショ
ン耐震化促進事業助成
金交付要綱

2,000,000 1,000,000 500,000 0 500,000
まちづくり部
住宅課

250
老朽危険空き家除却費
助成金

管理がされていない状態
にある老朽危険空き家に
ついて、倒壊等の事故、
犯罪及び火災を防止し、
もって市民の安全で安心
な暮らしを確保するため
に、所有者等に対し、除
却工事に要した費用の一
部を助成する

老朽危険空き家の所有者
が実施する除却工事に係
る費用に対し助成を行
う。

除却工事費に5分の4を乗じ
て得た額とし、1件につき
120万円を限度

〇 １件
西東京市老朽危険空き
家除却費助成金交付要
綱

2,290,000 1,090,000 800,000 0 400,000
まちづくり部
住宅課

251 家賃低廉化補助金

住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給を促進
することを目的とする。

住宅確保要配慮者専用賃
貸住宅（専用住宅）の賃
貸人に対し助成を行う。

専用住宅１戸につき月額４
万円を上限とする

○ ○ ３戸

西東京市住宅確保要配
慮者円滑入居賃貸住宅
家賃低廉化補助金交付
要綱

610,000 305,000 152,000 0 153,000
まちづくり部
住宅課

252 専用住宅改修費補助金

住宅確保要配慮者が居住
する住宅確保要配慮者専
用賃貸住宅（専用住宅）
の居住環境の改善を目的
とする。

専用住宅の賃貸人が行う
住宅確保要配慮者を居住
させるために必要な改修
工事に対して助成を行
う。

バリアフリー改修工事等に
要する費用の総額に2/3を
乗じた額で200万円を上限
とする（１戸にかかる回収
工事費用は50万円を上限と
する）

省エネ改修工事等に要する
費用の総額に2/3を乗じた
額で100万円を上限とする

○ ○ １件
西東京市住宅確保要配
慮者専用住宅改修費補
助金交付要綱

742,000 371,000 185,000 0 186,000
まちづくり部
住宅課

253
運行補助金（コミュニ
ティバス）

鉄道や民間路線バスが運
行していない「公共交通
空白地域」を運行するこ
とにより、移動に制約が
ある方などを含む、公共
交通空白地域にお住まい
の方々が、駅をはじめと
する公共機関や公益施設
などに向かう移動手段の
ひとつとして、その交通
利便性の向上を図る。

西東京市と協定を締結し
た事業者が行う市内連絡
バス運行経費の総額から
運賃収入等を控除した額
を補助する。

西武バス㈱
105,784,441円
関東バス㈱
 48,163,605円

○ ２団体
西東京市内連絡バス運
行補助金交付要綱

153,948,046 0 3,113,000 100,000 150,735,046
まちづくり部
交通課
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254
多摩地域都市モノレー
ル等建設促進協議会分
担金

多摩地域の都市モノレー
ル等の建設を促進し南北
交通結節機能の強化を図
ることにより、公共交通
機関の不足を補うととも
に、自立的都市圏の確立
と地域社会の開発及び住
民福祉の向上を図る。

関係諸官公署に対する陳
情及び請願に関するこ
と。

一律30,000円

○ １団体 協議会規約 30,000 0 0 0 30,000
まちづくり部
交通課

255
三鷹・立川間立体化
複々線促進協議会分担
金

中央線の立体化複々線を
促進するとともに、本事
業にあわせた地域社会の
開発、住民福祉の向上等
の地域振興を図る。

地域振興に係わる啓発、
広報活動及び関係諸官庁
に対する陳情請願等

一律33,000円

○ １団体 協議会規約 33,000 0 0 0 33,000
まちづくり部
交通課

256 交通安全協会補助金

西東京市交通安全協会が
実施する交通安全活動に
対し、その経費の一部を
補助することにより協会
の負担を軽減し、安全で
快適な市民生活の確保を
目的とする。

西東京市交通安全協会の
実施する交通安全活動経
費の補助

補助対象となる経費
１ 協会の主催、共催によ
る交通安全対策事業
２ 協会運営のための会
議・事務に要する経費 ○ １団体

西東京市交通安全協会
補助金交付要綱

1,400,000 0 0 0 1,400,000
まちづくり部
交通課

257
全国自転車施策推進自
治体連絡協議会負担金

自転車等の安全利用の促
進、駅周辺等の放置自転
車問題の解決を図り、住
民生活の向上に寄与する
ための協議会を運営す
る。

総合交通体系における自
転車の位置づけを明確に
しながら、総合的かつ計
画的な自転車対策を推進
する。

一律10,000円

○ １団体
全国自転車施策推進自
治体連絡協議会規約

10,000 0 0 0 10,000
まちづくり部
交通課

258
自転車用ヘルメット購
入費用助成金

自転車利用者に乗車用ヘ
ルメットの着用の普及を
図り、交通事故の防止及
び交通事故による被害の
軽減に寄与する。

自転車乗車用ヘルメット
を市内自転車店（事業協
力店に限る）にて購入し
ようとする市民に対して
購入費用の一部を助成す
る。

一律2,000円/人（１回に限
る）

○ 1,589件
西東京市自転車用ヘル
メット購入費用助成事
業実施要綱

3,178,000 0 1,589,000 0 1,589,000
まちづくり部
交通課

259 施設維持管理負担金

田無駅北口における自動
車需要に応ずる駐車場を
運営する。

アスタ市営駐車場を運営
するための市負担金

アスタビルの共益費・光熱
水費・修繕積立金等

○ １団体 アスタ管理規約 32,114,790 0 0 0 32,114,790

まちづくり部
交通課
※駐車場事業特別会
計

260 専門研修等負担金

建築基準行政事務におい
て必要な知識を修得し、
事務の円滑な執行を図
る。

建築確認実践研修等 受講料

○ ４団体 162,485 0 0 0 162,485
まちづくり部
建築指導課

261
全国建築審査会協議会
負担金

全国の建築審査会相互の
連絡をとり、建築行政の
適正な運営を図る。

全国建築審査会長会議及
びブロック別会議を開催
し、建築行政に関する重
要事項を審議する。

会費（負担金）

○ １団体
全国建築審査会協議会
規約

48,000 0 0 0 48,000
まちづくり部
建築指導課
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262
日本建築行政会議負担
金

会員相互の情報交換と共
同作業の場を確立し、建
築行政を支援するための
より的確な基準の整備・
運用を通じて、建築物の
安全性の確保、質の向上
及び個性豊かな市街地整
備を実現し、もって公共
の福祉の増進を図る。

建築行政に関する重要事
項の審議、調査研究事
業、図書等の刊行、講習
会等の開催、電子情報等
による情報提供事業等

負担金

○ １団体 日本建築行政会議会則 100,000 0 0 0 100,000
まちづくり部
建築指導課

263 街路灯電気料金補助金

街路灯を管理する自治会
等に対し、維持管理に必
要な経費の一部を補助し
夜間における市民の安全
を図る。

道路上等に設置されてい
る街路灯で自治会等が管
理しているものが対象

市内で街路灯を管理してい
る自治会等
街路灯20ｗ未満　2,000円
以内
街路灯20ｗ以上60ｗ未満
2,500円以内
街路灯60ｗ以上　3,500円
以内

○ 88団体 街路灯補助金交付要綱 3,621,500 0 0 0 3,621,500
都市基盤部
道路課

264
私道道路排水施設工事
補助金

私道内の道路排水施設及
び私設下水道施設を整備
するために工事費の一部
を補助する。

道路排水施設側溝及び雨
水ます整備費補助
①Ｕ字溝蓋補修
②雨水桝設置
③Ｌ形側溝、集水桝
④Ｕ字溝改修

工事補助申請に基づき、工
事費の10/10以内を補助

○ ３件
私道補修及び私設下水
道に関する条例

434,500 0 0 0 434,500
都市基盤部
道路課

265
全国国土調査協会負担
金

国土調査に関する事業の
推進に努め、国土の総合
開発及び保全並びにその
利用の高度化に寄与す
る。

均等割　15,000円

〇 １団体
公益社団法人全国国土
調査協会定款

15,000 0 0 0 15,000
都市基盤部
道路課

266
東京都国土調査推進協
議会負担金

国土の開発及び保全並び
にその利用の高度化に資
するとともに、あわせて
地籍の明確化を図るた
め、国土の実態を科学的
且つ総合的に調査する国
土調査事業の推進に寄与
する。

均等割　5,000円

〇 １団体
東京都国土調査推進協
議会規約

5,000 0 0 0 5,000
都市基盤部
道路課

267
電線共同溝連系管工事
負担金

向台町三丁目・新町三丁
目地区地区計画に基づ
き、旧石川島播磨重工業
田無工場跡地周辺の道路
整備を行う。

118号線（３工区）電線共
同溝整備後に必要となる
引込管路、連系管路整備
にむけた設計及び工事に
係る負担金

○ ２団体

無電柱化事業の施行に
伴う引込管路工事等の
委託に関する協定（118
号線）

23,954,763 0 0 0 23,954,763
都市基盤部
道路課

268
東京地区用地対策連絡
協議会負担金

公共用地の取得に関し、
会員相互で連絡調整をは
かり、適正かつ円滑な事
務の推進を図る。

会員（東京都、区市町
村、公社等）の研修等並
びに事務運営のための負
担

○ １件
東京地区用地対策連絡
協議会規約

12,000 0 0 0 12,000
都市基盤部
用地課
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269
東京都総合治水対策協
議会負担金

東京都内における総合的
な治水対策を推進するた
めの計画策定及び関連事
業の推進等に努める。

パンフレット配布 市部50,000円

○ １団体
東京都総合治水対策協
議会規約

50,000 0 0 0 50,000
都市基盤部
下水道課

270 雨水浸透施設助成金

屋根に降った雨水を地下
に浸透させ、地下水のか
ん養及び潤いのあるまち
づくりを進める。

個人が所有する住宅（土
地面積500平方メートル未
満のもの）で、雨水浸透
施設を設置する工事の一
部を助成する。

浸透施設の大きさや個数、
排水管の長さ等により助成
額が違う。１件につき上限
15万円 ○

   ６件
浸透桝15
か所

西東京市雨水浸透施設
助成事業実施要綱

892,050 0 0 0 892,050
都市基盤部
下水道課

271
東京河川改修促進連盟
負担金

東京都内の河川改修事業
の早期達成を要望し、そ
の実現に協力することを
目的として結成

14区、21市、２町、１村
の38団体で構成

構成市の負担金

〇 １団体
東京河川改修促進連盟
規約第16条第２項

55,000 0 0 0 55,000
都市基盤部
下水道課

272 職員福利厚生費交付金

互助会の事業を助成す
る。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成

10人分の交付金

○ １団体

西東京市職員互助会に
関する条例、西東京市
職員互助会交付金交付
要綱

99,000 0 0 99,000 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

273 日本下水道協会負担金

下水道に関する調査研究
を行うと共に、その急速
な普及と健全な発達を図
り、公共用水域の水質の
保全に資し、もって国民
生活の向上に寄与する。

１ 下水道の経営及び技術
に関する調査研究
２ 下水道の安全かつ持続
的な運営に関する普及活
動
３ 下水道の理解を深める
促進活動及び国際技術交
流活動等

人口規模及び有収水量を基
準として算出

○ １団体 日本下水道協会定款 594,190 0 0 594,190 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

274
東京都多摩地区下水道
事業積算施工適正化委
員会負担金

広範な情報交換及び意見
の交流をもとに積算施工
等の検討を行い適正化を
図る。

多摩地区下水道事業積算
施工の適正化に係わる事
業

一律20,000円

○ １団体
東京都多摩地区下水道
事業積算施工適正化委
員会会規約第13条

20,000 0 0 20,000 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

275
下水道事務職員養成講
習会負担金等

下水道の職員として必要
な専門的な知識・技能を
修得し、事務の円滑な執
行を図る。

１ 予算・決算の処理事務
２ 下水道経営セミナー

参加費

○ １団体 日本下水道事業団主催 61,600 0 0 61,600 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

276
流域下水道維持管理負
担金

本市を含め近隣９市の下
水（汚水）を安全・安定
的に浄化処理し、快適な
都市生活及び水環境の向
上を図る。

東京都が管理運営してい
る流域下水道管きょや清
瀬水再生センター（最終
処理場）の維持管理負担
金

構成９市の汚水量による按
分負担

○ １団体 下水道法第31条のニ 893,590,685 0 0 893,590,685 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

277
荒川右岸東京流域下水
道建設負担金

本市を含め近隣９市の下
水（汚水）を安全・安定
的に浄化処理し、快適な
都市生活及び水環境の向
上を図る。

東京都が管理運営してい
る清瀬水再生センター
（最終処理場）の下水道
管きょや処理施設などの
建設費負担金・改良負担
金

構成９市の計画汚水量比及
び計画排除面積比による按
分負担

○ １団体 下水道法第31条のニ 218,383,344 0 0 218,383,344 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計
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278 流域下水道改良負担金

本市を含め近隣９市の下
水（汚水）を安全・安定
的に浄化処理し、快適な
都市生活及び水環境の向
上を図る。

多摩川流域・荒川右岸流
域における流域下水道改
良事業経費の一部を関係
市町村が負担する。

関係市町村の流入水量の比
率による按分負担

○ １団体 下水道法第31条のニ 45,258,576 0 0 45,258,576 0
都市基盤部
下水道課
※下水道事業会計

279
東京都市町村教育委員
会連合会負担金

東京都市町村教育委員会
相互の間の連絡協調を図
り、もって教育の水準を
向上せしめ、教育行政の
公正にして円滑な運営に
寄与することを目的とす
る。

東京都市町村教育委員会
連合会における研修及び
会議等、教育水準の向上
並びに円滑な運営を行う
ための費用負担

均等割11,400円
人口割78,660円

○ １団体
東京都市町村教育委員
会連合会会則

90,060 0 0 0 90,060
教育部
教育企画課

280
全国都市教育長協議会
負担金

会員相互の連絡を緊密に
して相協力して、民主的
な教育行政の進展を図
り、都市の教育向上に尽
くすことを目的とする。

全国都市教育長協議会に
おける教育向上に尽くす
ことを目的とした研修及
び会議等、円滑な運営を
行うための費用負担

人口割24,000円
全国都市教育長協議会定期
総会並びに研究大会参加負
担金14,000円 ○ １団体

全国都市教育長協議会
の会費基準による。

38,000 0 0 0 38,000
教育部
教育企画課

281
関東地区都市教育長協
議会負担金

「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」の
趣旨に基づいて会員各自
の任務を果たし、互いに
協力して、わが国の教育
向上に尽くすことを目的
とする。

関東地区都市教育長協議
会における教育向上に尽
くすことを目的とした研
修及び会議等円滑な運営
を行うための費用負担

均等割5,000円
関東地区都市教育長協議会
総会出席者負担金
24,000円 ○ １団体

関東地区都市教育長協
議会規約

29,000 0 0 0 29,000
教育部
教育企画課

282
東京都市教育長会負担
金

会員相互の連絡を緊密に
して相協力して、民主的
な教育行政の進展を図
り、都市の教育向上に尽
くすことを目的とする。

東京都市教育長会におけ
る教育向上に尽くすこと
を目的とした研修及び会
議等、円滑な運営を行う
ための費用負担

均等割27,000円
人口割22,000円

○ １団体 東京都市教育長会規約 49,000 0 0 0 49,000
教育部
教育企画課

283
東京都公立学校施設整
備期成会負担金

組織単位団体としての公
立学校施設の完全整備の
実現を期することを目的
とする。

事業目的の達成に必要と
なる、施設整備の財源確
保、施設整備に必要な恒
久制度の実現、調査・研
究及びその普及等

均等割（市）2,000円

○ １団体
東京都公立学校施設整
備期成会規約

2,000 0 0 0 2,000
教育部
学務課

284
日本スポーツ振興セン
ター掛金（小学校費）

学校安全の普及充実を図
るとともに義務教育諸学
校等の管理下における児
童生徒の負傷疾病、障害
又は死亡に関し、必要な
給付を行いもって学校教
育の円滑な実施に資す
る。

義務教育諸学校等の管理
下における児童生徒の負
傷疾病、障害又は死亡に
関し、必要な給付を行
う。

掛金
一般・準要保護
　１人935円
要保護
　１人55円
掛金控除
　準要保護１人230円
　要保護１人10円×小学生
10,008人分

○ １団体
独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター法

9,217,565 0 0 0 9,217,565
教育部
学務課

285
東京都養護教諭研究会
負担金（小学校費）

養護教諭の資質向上、学
校保健の研究ならびに普
及発展をはかることを目
的とする。

会員の資質向上に関する
研究、学校保健に関する
調査講習会等の開催

１校1,800円×18校分

○ １団体
東京都養護教諭研究会
会則

32,400 0 0 0 32,400
教育部
学務課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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事業目的
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286
東京都学校保健会負担
金（小学校費）

東京都の学校保健を通し
て児童・生徒の健全育成
を行い、次代の都民の健
やかで豊かな活動を達成
することを目的とする。

会報の発行
学校保健に関する講演会
等の開催
学校保健大会の開催

１校2,500円×18校分

○ １団体 東京都学校保健会会則 45,000 0 0 0 45,000
教育部
学務課

287
東京都小学校食育研究
会負担金

心身ともに健全な児童を
育成するため、食育の研
究推進と充実を図ること
を目的とする。

研究調査および研究発表
会の開催等

１校900円×18校分

○ １団体
東京都小学校食育研究
会規約

16,200 0 0 0 16,200
教育部
学務課

288
給食保存食代等助成費
（小学校費）

学校給食の安全を期する
ため、費用を負担するこ
とにより給食事業の円滑
な運営を図る。

給食を実施するにあた
り、保存食等に必要な費
用を助成する。

検査用保存食品等：給食を
実施した日１日につき810
円
検査用原材料等：検査に使
用した原材料等の実費相当
額以内の額

○
小学校
18校

西東京市立小中学校給
食に係る検食用保存食
代等助成費交付要綱

2,769,265 0 0 0 2,769,265
教育部
学務課

289
日本スポーツ振興セン
ター掛金（中学校費）

学校安全の普及充実を図
るとともに義務教育諸学
校等の管理下における児
童生徒の負傷疾病、障害
又は死亡に関し、必要な
給付を行いもって学校教
育の円滑な実施に資す
る。

義務教育諸学校等の管理
下における児童生徒の負
傷疾病、障害又は死亡に
関し、必要な給付を行
う。

掛金
一般・準要保護
　１人935円
要保護
　１人55円
掛金控除
　準要保護１人230円
　要保護１人10円
×中学生4,327人分

○ １団体
独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター法

3,916,760 0 0 0 3,916,760
教育部
学務課

290
東京都養護教諭研究会
負担金（中学校費）

養護教諭の資質向上を学
校保健の研究ならびに普
及発展をはかることを目
的とする。

会員の資質向上に関する
研究、学校保健に関する
調査講習会等の開催

１校1,800円×９校分

○ １団体
東京都養護教諭研究会
会則

16,200 0 0 0 16,200
教育部
学務課

291
東京都学校保健会負担
金（中学校費）

東京都の学校保健を通し
て児童・生徒の健全育成
を行い、次代の都民の健
やかで豊かな活動を達成
することを目的とする。

会報の発行
学校保健に関する講演会
等の開催
学校保健大会の開催

１校2,500円×９校分

○ １団体 東京都学校保健会会則 22,500 0 0 0 22,500
教育部
学務課

292
給食保存食代助成費
（中学校費）

学校給食の安全を期する
ため、費用を負担するこ
とにより給食事業の円滑
な運営を図る。

給食を実施するにあた
り、保存食等に必要な費
用を助成する。

検査用保存食品等：給食を
実施した日１日につき、ひ
ばりが丘中学校は810円、
その他８校は570円

○
中学校
９校

西東京市立小中学校給
食に係る検食用保存食
代等助成費交付要綱

957,480 0 0 0 957,480
教育部
学務課

293 修学旅行費補助金

市立中学校が実施する修
学旅行に対し、その費用
の一部を補助することに
より、保護者の経済的負
担を軽減し、併せて教育
の振興を図る。

修学旅行費用の一部を補
助する。

1人5,000円

○
中学生
1,314人

西東京市立中学校修学
旅行費補助金交付要綱

6,570,000 0 0 0 6,570,000
教育部
学務課
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294
給食食材購入費補助金
（小学校費）

市立小学校及び中学校給
食の安定的な実施、保護
者の経済的負担の軽減、
及び学校給食の質と量の
維持を図る。

市立小中学校給食に使用
する給食食材等の購入費
を全額補助する。

対象期間：令和６年４月１
日から令和７年３月31日ま
で
対象経費：学校給食に使用
する給食食材等の購入費
補助額：児童１食あたり
292円～328円

○
小学校
18校

西東京市立小中学校給
食食材購入費補助金交
付要綱

534,559,553 194,609,065 319,129,000 53,130 20,768,358
教育部
学務課

295
給食食材購入費補助金
（中学校費）

市立小学校及び中学校給
食の安定的な実施、保護
者の経済的負担の軽減、
及び学校給食の質と量の
維持を図る。

市立小中学校給食に使用
する給食食材等の購入費
を全額補助する。

対象期間：令和６年４月１
日から令和７年３月31日ま
で
対象経費：学校給食に使用
する給食食材等の購入費
補助額：生徒１食あたり
388円

○
中学校
９校

西東京市立小中学校給
食食材購入費補助金交
付要綱

249,675,478 89,595,315 151,085,000 0 8,995,163
教育部
学務課

296
給食費送金手数料助成
費（中学校費）

親子調理方式による学校
給食の実施に当たり親子
校間の給食費の送金手数
料等を助成することによ
り、学校給食事業の円滑
な運営を図る。

給食費を中学校（子校）
が小学校（親校）に送金
するための手数料及び小
学校が中学校に返金する
ための手数料を助成す
る。

送金に要する手数料実額

○
中学校
８校

西東京市立小中学校給
食費送金手数料助成費
交付要綱

247,645 0 0 0 247,645
教育部
学務課

297
食物アレルギー等対応
補助金（小学校費）

市立小学校及び中学校に
在籍している児童生徒の
保護者に対し、学校給食
の代替として弁当対応を
する場合において、学校
給食費に相当する額を補
助することにより、当該
保護者の経済的負担軽減
を図る。

児童生徒が食物アレル
ギー等の理由により、学
校給食の代替として弁当
対応をした額を補助す
る。

児童生徒が弁当対応をした
回数に、該当学年の給食費
を乗じた額を補助する。

〇
小学生
122名

西東京市食物アレル
ギー等対応補助金交付
要綱

793,080 195,587 506,000 0 91,493
教育部
学務課

298
食物アレルギー等対応
補助金（中学校費）

市立小学校及び中学校に
在籍している児童生徒の
保護者に対し、学校給食
の代替として弁当対応を
する場合において、学校
給食費に相当する額を補
助することにより、当該
保護者の経済的負担軽減
を図る。

児童生徒が食物アレル
ギー等の理由により、学
校給食の代替として弁当
対応をした額を補助す
る。

児童生徒が弁当対応をした
回数に、該当学年の給食費
を乗じた額を補助する。

〇
中学生
12名

西東京市食物アレル
ギー等対応補助金交付
要綱

494,700 89,685 330,000 0 75,015
教育部
学務課

299
教育研究奨励費（指定
校・奨励校）

学校及び教員グループが
直面する教育課題につい
て研究するにあたり、研
究奨励費を交付し、その
研究成果を教育上の参考
に供し、本市教育の充実
振興に資することを目的
とする。

研究指定校等が、市の教
育課題を研究主題とし、
学校教育に関する実践的
研究を継続して進め、報
告会を実施し、研究成果
を研究紀要等の配布、公
開授業や公開発表等の方
法によって市内学校、保
護者、地域住民に発表
し、本市教育の充実、振
興に資する。

研究指定校（研究期間　２
年間）
  １年目 20万円×１校
　　　　 10万円×２校
（合同研究）
  ２年目 37万円×２校

研究奨励校
  10万円×２校

○ ６校
西東京市立学校教育研
究奨励事業費補助金交
付要綱

1,329,995 0 0 0 1,329,995
教育部
教育指導課
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300 都市指導主事会分担金

学校教育の指導行政及び
学校諸活動の研究協議並
びに指導主事の資質の向
上を図る。

26市指導主事会・四地区
会分担金の支払

5,000円×３人

○ １団体
東京都市指導主事会規
約

15,000 0 0 0 15,000
教育部
教育指導課

301
校長会負担金
（全国連合小学校長
会）

組織団体の連合機関とし
て、職能の向上と初等教
育の充実刷新を図り、
もって民主的で文化的な
国家の建設に寄与するこ
とを目的とする。

組織団体の連絡・提携に
関すること、学校の管
理・運営に関すること、
教育上必要な研究・調査
に関すること、教育制度
並びに教育行政に関する
こと、教職員の地位・待
遇の向上に関すること、
教育振興に関する世論の
喚起など

１団体7,200円×18校

○ １団体
全国連合小学校長会会
則

129,600 0 0 0 129,600
教育部
教育指導課

302
校長会負担金
（東京都公立小学校長
会）

小学校教育の振興を期す
るために職能の向上・待
遇の改善並びに会員相互
の福祉増進を図ることを
目的とする。

学校経営に関すること、
小学校教育の施設・設備
に関すること、教育の制
度・行政並びに財政に関
すること、会員研修に関
すること、児童の心の教
育・健全育成に関するこ
と、教育振興の広報活動
に関することなど

１団体18,000円×18校

○ １団体
東京都公立小学校長会
会則

324,000 0 0 0 324,000
教育部
教育指導課

303
校長会負担金
（東京都中学校長会
等）

会員相互の緊密な協力の
もとに、職能の向上を図
り、本都中学校教育の振
興発展に寄与することを
目的とする。

教育に関する研究調査、
教育諸条件の整備改善、
会員の研修、教職員の待
遇改善、会員の互助、厚
生、関係諸機関、諸団体
との連絡協力など

１団体29,250円×９校

○ １団体 東京都中学校長会会則 263,250 0 0 0 263,250
教育部
教育指導課

304
校長会負担金
（北多摩北地区公立中
学校長会）

北多摩地区の各市公立中
学校長を会員とし、相互
に緊密な連携を保ち、そ
の職能の向上を図り、中
学校教育の進展に資する
ことを目的とする。

教育に関する研究、調査
及び対策、会員の研修、
教育諸問題についての情
報交換並びにその対策、
教育諸条件の整備改善の
促進など

１団体4,500円×９校

○ １団体
北多摩北地区公立中学
校長会会則

40,500 0 0 0 40,500
教育部
教育指導課

305
副校長会等負担金（全
国公立学校教頭会・小
学校）

会員の資質を高めるため
の研修を推進し、教育の
向上進展に寄与するとと
もに、会員の地位向上を
図ることを目的とする。

学校管理運営、その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究大会の開催、研究物
の刊行に関すること、教
頭の地位向上と福利厚生
に関すること、教育関係
諸機関・諸団体との連携
に関することなど

１団体4,140円×20名

○ １団体
全国公立学校教頭会会
則

82,800 0 0 0 82,800
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

306
副校長会等負担金（東
京都公立小学校副校長
会）

会員の資質を高めるため
の研修を推進して教育の
振興に寄与するとともに
会員相互の福祉増進を図
ることを目的とする。

学校の管理運営その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究会等の開催及び研究
物の刊行、会報の発行等
に関すること、副校長の
地位待遇の向上と、会員
の福利厚生、親睦、情報
交換等に関することなど

１団体12,600円×20名

○ １団体
東京都公立小学校副校
長会会則

252,000 0 0 0 252,000
教育部
教育指導課

307
副校長会等負担金（全
国公立学校教頭会・中
学校）

会員の資質を高めるため
の研修を推進し、教育の
向上進展に寄与するとと
もに、会員の地位向上を
図ることを目的とする。

学校管理運営、その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究大会の開催、研究物
の刊行に関すること、教
頭の地位向上と福利厚生
に関すること、教育関係
諸機関・諸団体との連携
に関することなど

１団体4,140円×９校

○ １団体
全国公立学校教頭会会
則

37,260 0 0 0 37,260
教育部
教育指導課

308
副校長会等負担金（東
京都公立中学校副校長
会）

会員の資質を高めるため
の研究を推進し、東京都
公立中学校教育の振興と
会員の親和・互助を図る
ことを目的とする。

学校の管理・運営につい
ての研究・調査に関する
こと、研究大会の開催・
研究物の刊行に関するこ
と、会員相互の福利厚生
及び待遇改善に関するこ
と、地域相互の情報交換
及び他団体との連携・提
携に関することなど

１団体13,500円×９校

○ １団体
東京都公立中学校副校
長会会則

121,500 0 0 0 121,500
教育部
教育指導課

309
学校事務職員会負担金
（東京都公立小学校事
務職員会）

会員相互の緊密な連携を
図り、学校及び教育行財
政にかかる事務の研修並
びに研究につとめ、能率
の増進、資質の向上に資
することを目的とする。

事務職員の教養を高め、
資質の向上を図るための
事業、会員相互の緊密な
連携を図るための事業、
研究大会開催の事業、本
会と目的を同じくする他
団体との連携に関する事
業など

１団体2,000円×18校

○ １団体
東京都公立小学校事務
職員会規約

36,000 0 0 0 36,000
教育部
教育指導課

310
学校事務職員会負担金
（全国公立小中学校事
務職員研究会）

学校事務の研究を促進
し、事務の効率化並びに
会員の職務能力向上を図
るとともに、全事研の事
業に寄与することを目的
とする。

学校事務に関する研究及
び調査、全事研本部より
依頼されたる事項の協議
及び決定、全事研本部及
び各支部との連絡提携な
ど

１団体2,050円×27校

○ １団体
全国公立小中学校事務
職員研究会規約

55,350 0 0 0 55,350
教育部
教育指導課

311
学校事務職員会負担金
（東京都公立中学校事
務職員会）

会員相互の緊密な連携を
図り、学校及び教育行財
政にかかる事務の研修並
びに研究につとめ、能率
の増進、資質の向上に資
することを目的とする。

事務職員の教養を高め、
資質の向上を図るための
事業、会員相互の緊密な
連携を図るための事業、
研究大会開催の事業、本
会と目的を同じくする他
団体との連携に関する事
業など

１団体2,000円×９校

○ １団体
東京都公立中学校事務
職員会規約

18,000 0 0 0 18,000
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

312

教育研究連合会等負担
金
（東京都小学校教育研
究会連合）

構成各団体の連絡を緊密
にし、本都小学校教育の
振興に寄与することを目
的とする。

各単位団体間の連絡協
議、研究助成交付の拡充
強化並びに関係官庁との
連絡折衝、各単位団体の
研究活動の助成、研究
会・講習会の開催、小学
校教育に関する調査研
究、会報研究物等の刊行
など

１団体11,700円×18校

○ １団体
東京都小学校教育研究
会連合規約

210,600 0 0 0 210,600
教育部
教育指導課

313
教育研究連合会等負担
金
（東京都教育会）

東京都民の教育団体とし
て、健全なる都民の教育
を推進して日本国民の理
想の実現につとめること
を目的とする。

教育に関する調査研究並
びに奨励、研究会等の開
催、会報の発行並びに教
育に関する図書・参考資
料等の刊行、生涯学習の
視点に立った学校教育・
家庭教育・社会教育の健
全なる発展に関する事項
など

１団体1,800円×27校
（東京都小学校書写研究大
会分担金：900円×18校、
東京都小学校視聴覚教育研
究会分担金：1,350円×18
校を含む）

○ １団体 東京都教育会規約 89,100 0 0 0 89,100
教育部
教育指導課

314

教育研究連合会等負担
金
（東京都中学校教育研
究会）

東京都中学校教育の振興
を図ることを目的とす
る。

教育課程並びに指導内
容・指導方法の研究、教
育に関する調査研究、会
報・研究物の発行、関係
諸官庁及び他の教育研究
団体との連絡提携など

1,350円×９校×23研究会
（東京都中学校美術教育研
究会特別分担金：10,000円
×９校を含む） ○ １団体

東京都中学校教育研究
会会則

369,450 0 0 0 369,450
教育部
教育指導課

315

教育研究連合会等負担
金
（北多摩地区公立中学
校教育研究協議会）

北多摩地区公立中学校各
研究会の連絡調整に当た
り、各種教育研究団体と
緊密な連絡を図り、中学
校教育の向上発展に寄与
することを目的とする。

北多摩地区公立中学校の
連携による研究発表、研
修の実施、会報の発行な
ど

１団体5,000円×９校

○ １団体
北多摩地区公立中学校
教育研究協議会会則

45,000 0 0 0 45,000
教育部
教育指導課

316

特別支援教育研究会等
負担金
（東京都特別支援学
級・通級指導教室設置
校長協会）

特別支援学級、通級指導
教室の教育の拡充発展を
図るとともに、広く特別
支援教育の振興に寄与す
ることを目的とする。

特別支援学級、通級指導
教室の管理、運営に関す
る連絡協議、特別支援学
級教育、通級指導教室の
教育並びに特別支援教育
全般についての調査研
究、特別支援学級教育、
通級指導教室の推進拡充
のための渉外事業など

１団体1,350円×８校

○ １団体
東京都特別支援学級・
通級指導教室設置学校
長協会規約

10,800 0 0 0 10,800
教育部
教育指導課

317

特別支援教育研究会等
負担金
（東京都公立学校難
聴・言語障害教育研究
協議会）

難聴・言語障害通級指導
学級設置校及び、関係諸
機関の緊密な連携によ
り、心身障害教育の振興
発展を図ることを目的と
する。

都難言設置校並びに難
聴・言語障害通級指導学
級の運営に関すること、
難聴・言語障害教育振興
のための調査・研究に関
すること、関係諸機関及
び諸団体との連絡提携に
関すること、難聴・言語
障害教育の啓発に関する
ことなど

１団体1,080円×18校

○ １団体
東京都公立学校難聴・
言語障害教育研究協議
会会則

19,440 0 0 0 19,440
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

318

特別支援教育研究会等
負担金
（全国特別支援学級・
通級指導教室設置学校
長協会）

特別支援学級及び通級指
導教室の充実発展を図
り、広く特別支援教育の
振興に寄与することを目
的とする。

特別支援学級及び通級指
導教室の管理運営に関す
る調査研究、特別支援学
級及び通級指導教室の教
育並びに特別支援教育一
般に関する研修と振興活
動など

１団体630円×８校

○ １団体
全国特別支援学級・通
級指導教室設置学校長
協会規約

5,040 0 0 0 5,040
教育部
教育指導課

319

特別支援教育研究会等
負担金
（東京都公立学校情緒
障害教育研究会）

情緒障害教育の拡充発展
及び特別支援教育の振興
を図ることをもって目的
とする。

情緒障害等徳部宇支援教
育に関する研究及び調
査、情緒障害教育に関す
る研究会及び研究発表
会・研修会・講演会、会
報及び研究物の発行、関
係機関及び関係団体との
連絡・連携など

１団体900円×27校

○ １団体
東京都公立学校情緒障
害教育研究会会則

24,300 0 0 0 24,300
教育部
教育指導課

320

特別支援教育研究会等
負担金
（東京都特別支援教育
研究会）

特別支援教育に関する研
究ならびに啓発、振興を
図ることを目的とする。

特別支援教育に関する調
査研究、研究会や講習会
の開催、会報等の発行、
各種機関や団体との連携
など

１団体1,080円×27校

○ １団体
東京都特別支援教育研
究会規約

29,160 0 0 0 29,160
教育部
教育指導課

321

特別支援教育研究会等
負担金
（多摩地区特別支援教
育研究会）

特別支援教育に関する研
究並びに啓発、振興を図
るとともに、他校と交流
のできる諸行事を開催す
ることを目的とする。

研究会及び地区交流会の
開催、他校児童生徒との
交流を図る諸行事の開
催、特別支援学校・施設
等の参観、特別支援教育
に関する調査研究など

4,050円×16校

○ １団体
多摩地区特別支援教育
研究会規約

72,000 0 0 0 72,000
教育部
教育指導課

322
体育連盟等負担金
（東京都小学校体育連
盟）

小学校体育スポーツ活動
の振興のためスポーツ大
会の主催や体育・スポー
ツに関する調査研究及
び、教員の実技と実技能
力の向上を図ることを目
的とする。

体育の研修会及び講習
会、体育に関する調査研
究、教職員の競技会の開
催、関係体育団体との連
携など

１団体900円×18校

○ １団体
東京都小学校体育連盟
規約

16,200 0 0 0 16,200
教育部
教育指導課

323
体育連盟等負担金
（東京都中学校体育連
盟　本部費）

都内中学校における体
育・スポーツ活動の振興
と生徒の健全な発達を図
ることを目的とする。

中学校体育・スポーツ活
動の調査研究、各運動競
技大会の開催と研究大会
の開催等

１団体8,400円×９校

○ １団体
東京都中学校体育連盟
規約

75,600 0 0 0 75,600
教育部
教育指導課

324
体育連盟等負担金
（東京都中学校体育連
盟　各部費）

都内中学校における体
育・スポーツ活動の振興
と生徒の健全な発達を図
ることを目的とする。

中学校体育・スポーツ活
動の調査研究、各運動競
技大会の開催と研究大会
の開催等

学校ごと１部
4,250円×88部

○ １団体
東京都中学校体育連盟
規約

374,000 0 0 0 374,000
教育部
教育指導課

325
体育連盟等負担金
（東京都中学校吹奏楽
連盟）

中学校吹奏楽を盛んにし
て音楽文化向上のために
研究と事業を行い、併せ
て会員相互の親睦を図
る。

吹奏楽に関する講習会、
研究会及び演奏会の開
催、各支部連盟との連絡
提携情報などの交換、吹
奏楽祭、コンクール及び
諸行事への参加など

5,000円×６校

○ １団体
東京都中学校吹奏楽連
盟規約

30,000 0 0 0 30,000
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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326
校長会等補助金
（小学校校長会）

西東京市立小学校の教育
の振興を期するために、
学校経営上の諸問題の解
決並びに、会員の研修と
相互の連帯を図ることを
目的とする。

西東京市立小学校の教育
の連絡・改善・進歩に関
する事項、学校経営上の
諸問題の解決に関する事
項、会員相互の研修・厚
生に関する事項、教育上
の研究・調査に関する事
項、その他本会の目的を
達成するために必要な事
項

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
会員数に11,520円を乗じた
額の合計額を上限とする。

○ １団体
西東京市立小学校長会
会則

71,496 0 0 0 71,496
教育部
教育指導課

327
校長会等補助金
（小学校副校長会）

西東京市立小学校の教育
の振興を期し、会員の資
質向上のための研修と相
互の連携を図ることを目
的とする。

 西東京市立小学校の教育
の連絡・改善・進歩に関
する事項、 会員相互の研
修・厚生に関する事項、
教育上の研究・調査に関
する事項、その他本会の
目的を達成するために必
要な事項

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
会員数に8,800円を乗じた
額の合計額を上限とする。

○ １団体
西東京市立小学校副校
長会会則

171,720 0 0 0 171,720
教育部
教育指導課

328
校長会等補助金
（中学校校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実発展に関する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
会員数に11,520円を乗じた
額の合計額を上限とする。

○ １団体
西東京市立中学校校長
会会則

54,972 0 0 0 54,972
教育部
教育指導課

329
校長会等補助金
（中学校副校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実・発展に期する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
会員数に8,800円を乗じた
額の合計額を上限とする。

○ １団体
西東京市公立中学校副
校長会会則

44,220 0 0 0 44,220
教育部
教育指導課

330
教育研究会補助金
（小学校）

西東京市立小学校教育の
充実・発展を目指すと共
に、会員相互の啓発に努
め、資質や能力の向上を
図ることを目的とする。

教科等の教育の推進に関
する授業研究・調査研究
等、各研究部会、講演
会、研究発表会、担当部
別研究会、各学校並びに
教育関係機関・各種教育
団体との連絡・連携、研
究紀要・会報の発行、そ
の他の教育振興に関する
事業

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
450,000円を上限とする。

○ １団体

西東京市公立小・中学
校における教育研究活
動に対する補助金の交
付に関する事務取扱い
要綱

386,000 0 0 0 386,000
教育部
教育指導課

331
教育研究会補助金
（中学校）

会員相互の研究、研修活
動を通して会員の資質を
高めるとともに、中学校
教育向上に寄与すること
を目的とする。

教科や教科外などの教育
全般の研究、講習会や研
究発表会の諸事業、その
他本会の目的を達成する
ための諸事業

補助対象経費の実支出額が
補助金額となる。ただし、
225,000円を上限とする。

○ １団体

西東京市公立小・中学
校における教育研究活
動に対する補助金の交
付に関する事務取扱い
要綱

189,889 0 0 0 189,889
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

332
児童大会出場費及び生
徒大会参加費補助金

西東京市立中学校の課外
活動の振興を図り、生徒
の健全な育成に資するこ
とを目的とする。

生徒が参加するスポーツ
等の大会の参加費を主に
補助し、中学校部活動の
奨励と生徒の健全な育成
を図っている。

補助対象となる大会の参加
費（全額）
補助対象となる大会の参加
者旅費 ○ ９校

西東京市立中学校生徒
大会参加費補助金交付
要綱

2,160,700 0 0 0 2,160,700
教育部
教育指導課

333
衛生推進者養成講習参
加負担金

労働安全衛生法に基づき
衛生推進者を西東京市立
小中学校各校に設置する
ため、副校長に対する資
格取得のための講習会受
講費用を負担する。

労働安全衛生法に基づき
西東京市立小・中学校に
設置が義務付けられてい
る衛生推進者を選任する
ため、その講習費用を負
担するもの。

１人4,950円

○ ４人 労働安全衛生法 19,800 0 0 0 19,800
教育部
教育指導課

334
教職員研修会参加負担
金

教職員の研修機会の確保 公的機関が主催・共催す
る研修会等に教職員が参
加するための費用の負担

研修会参加負担金の補助

○ 11人

・教育公務員特例法
・教職員各教科領域研
修会参加負担金支払基
準

70,500 0 0 0 70,500
教育部
教育指導課

335 小中学校作品展補助金

児童・生徒の創作意欲の
向上と鑑賞力等豊かな情
操を育てることを目的と
し、ひいては市民への学
校教育に対する理解、関
心を高めるため。

小学校児童作品展と中学
校生徒作品展において、
各教科の作品等を一堂に
会して展示している。

小学校　455,000円
中学校　290,000円

○ ２団体
西東京市立小中学校児
童・生徒作品展補助金
交付要綱

650,857 0 0 0 650,857
教育部
教育指導課

336 研修会等参加負担金

教育相談機能充実のた
め。

心理技術職員の専門技術
の向上

研修会参加費

○ １件 西東京市職員研修規則 29,700 0 0 0 29,700
教育部
教育支援課

337
東京都学校教育相談研
究会参加負担金

学校教育相談活動の充実
と推進を図り、あわせて
学校及び会員相互の連携
を図るため。

学校教育相談に関する調
査研究及び情報共有

１校900円

○ １件
東京都学校教育相談研
究会会則

16,200 0 0 0 16,200
教育部
教育支援課

338 各種研修会参加負担金

教育相談員の資質向上の
ため。

教育相談員の専門的知
識・技術の習得

研修会参加費

○ ○ ３件
西東京市教育相談員設
置及び取扱いに関する
要綱

81,800 0 0 0 81,800
教育部
教育支援課

339
全国史跡整備市町村協
議会負担金

加盟市町村が協調して史
跡等の整備に関する調査
研究及びその具体的方策
の推進を図り、もって文
化財の保存と活用に資す
る。

史跡の整備活用に関する
シンポジウム、研修会及
び情報交換会の開催、陳
情活動、広報活動等

全国史跡整備市町村協議会
全国1市40,000円
全国史跡整備市町村協議会
関東地区協議会1市10,000
円

○ １件

全国史跡整備市町村協
議会規約
全国史跡整備市町村協
議会関東地区協議会規
約

50,000 0 0 0 50,000
教育部
地域学習推進課

340
都市社会教育委員連絡
協議会分担金

都市社会教育委員連絡協
議会の運営のため経費を
分担する。

都市社会教育連絡協議会
の分担金

１市町25,000円

○ １件
東京都市町村社会教育
委員連絡協議会会則

25,000 0 0 0 25,000
教育部
地域学習推進課

341
東京都市多摩郷土誌
フェア負担金

東京都市地域学習推進課
長会文化財部会主催の多
摩郷土誌フェアの開催経
費に充てる。

多摩郷土誌フェアへの参
加負担金（印刷製本費、
会場設営委託費等）

１市町15,000円

○ １件
東京都地域学習推進課
長会文化財部会

15,000 0 0 0 15,000
教育部
地域学習推進課
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342
東京都公民館連絡協議
会分担金

公民館の連絡連携及び公
民館体制・活動の発展を
図り、もって文化の発展
に寄与する。

東京都公民館連絡協議会
の運営のための経費に充
てる。

市均等割分20,000円

○ １団体
東京都公民館連絡協議
会規約
同分担金納入規程

20,000 0 0 0 20,000
教育部
公民館

343 施設維持管理費負担金

保谷駅前公民館の施設の
管理に要する経費に充て
る。

管理規約に基づき、ステ
アビルの維持管理に必要
な経費に充てる。 ○ １団体 ステア管理規約 22,952,420 0 0 0 22,952,420

教育部
公民館

344 日本図書館協会負担金

日本図書館協会が発行す
る雑誌及び図書館に関す
る情報提供に対する負担
金

日本図書館協会発行の
「図書館雑誌」「日本の
図書館」等の資料提供及
び図書館に関する情報提
供

年会費50,000円

○ １団体
（公社）日本図書館協
会定款

50,000 0 0 0 50,000
教育部
図書館

345
東京都市町村立図書館
長協議会負担金

東京都市町村立図書館職
員の図書館大会及び職員
研究会等に対する負担金

東京都市町村立図書館大
会運営費及び講師謝礼等
の助成

負担金11,500円

○ １団体
東京都市町村立図書館
長協議会規約

11,500 0 0 0 11,500
教育部
図書館

346
全国市議会議長会負担
金（議会活動費）

地方自治の本旨に沿い、
都市の興隆発展を図るこ
とを目的とする。

１ 地方自治の拡充強化に
関する方策の樹立
２ 本会の意思を国会、政
府その他の関係方面に反
映させるための措置
３ 地方自治に影響を及ぼ
す法律又は政令その他の
事項に関し、地方自治法
に基づく内閣に対する意
見の申出又は国会への意
見書の提出
４ 市議会の制度及び運営
並びに都市行財政に関す
る調査研究
５ 地方自治についての情
報資料の収集作成及び配
布
６ 中央地方相互間の連絡
７ その他必要な事項
全国市議会議長会が主
催、令和６年度フォーラ
ムは盛岡市で行われテー
マは「主権者教育の新た
な展開」

均等割　261,000円
人口割　664,000円
フォ－ラム参加負担金
　9,000円×２人

○ ○ １団体
全国市議会議長会会則
及び同施行規則

943,000 0 0 0 943,000 議会事務局
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347
関東市議会議長会負担
金（議会活動費）

関東各市議会が協同して
地方自治の確立と都市の
興隆発展を図ることを目
的とする。

１ 地方自治の拡充強化に
関する調査研究
２ 都市の興隆発展に関す
る調査研究
３ 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
４ 会員都市の議員の福利
厚生・親善事業
５ 前各号の実現を図るた
めの必要な活動
６ その他必要な事項

各市負担金
　25,000円
総会事務費負担金
　12,000円
総会出席者負担金
　7,000円×1人

○ ○ １団体 関東市議会議長会会則 44,000 0 0 0 44,000 議会事務局

348
東京都北多摩議長連絡
協議会負担金

地方自治の本旨に則り、
相互の連携のもとに各都
市の発展を図ることを目
的とする。

１ 東京都市議会議長会へ
の意見具申、提言等の処
置
２ 会員都市間の相互連
携、情報交換及び資料の
作成配布
３ 南多摩市議会議長会及
び西多摩地区議長会との
相互連携、情報交換
４ その他必要な事項

１市10,000円

○ １団体
東京都北多摩議長連絡
協議会会則

10,000 0 0 0 10,000 議会事務局

349
東京都市議会議長会負
担金

地方自治の本旨に則り、
相互の連携のもとに各都
市の発展を図ることを目
的とする。

１ 地方自治の拡充強化に
関する調査研究立案
２ 都市行財政に関する調
査研究
３ 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
４ 本会の意思を関係方面
に反映させるための措置
５ 会員都市間の相互連
携、情報交換及び資料の
作成配布
６ 会員都市の議員及び事
務局職員研修
７ その他必要な事項

１市120,000円

○ １団体
東京都市議会議長会会
則

120,000 0 0 0 120,000 議会事務局

350
三多摩上下水及び道路
建設促進協議会負担金

三多摩地区の上下水道及
び道路建設促進を図るこ
とを目的とする。

１ 三多摩地区の上下水道
及び道路建設に関する調
査研究
２ 前号の調査研究の結果
を実現するための必要な
諸般の活動
３ その他会の目的達成に
必要な事項

１市40,000円

○ １団体
三多摩上下水及び道路
建設促進協議会規約

40,000 0 0 0 40,000 議会事務局

351 政務活動費

市議会議員の調査研究に
資するため必要な経費の
一部として交付する。

西東京市議会議員の調査
研究に資するため必要な
経費の一部として交付し
ている。

１人月額20,000円

○ ○ ９会派
西東京市議会政務活動
費の交付に関する条例

5,709,192 0 0 0 5,709,192 議会事務局
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352
関東市議会議長会負担
金（事務局運営管理
費）

関東各市議会が協同して
地方自治の確立と都市の
興隆発展を図ることを目
的とする。

1 地方自治の拡充強化に
関する調査研究
2 都市の興隆発展に関す
る調査研究
3 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
4 会員都市の議員の福利
厚生・親善事業
5 前各号の実現を図るた
めの必要な活動
6 その他必要な事項

総会出席者負担金
　1人7,000円

○ １人 関東市議会議長会会則 7,000 0 0 0 7,000 議会事務局

353
全国都市問題会議出席
者負担金（議会活動
費）

地方自治の本旨に沿い、
都市の興隆発展を図るこ
とを目的とする。

全国都市問題会議の開
催・運営に係る費用を負
担する。

会議出席者負担金
　1人13,000円

〇 1人
全国市議会議長会会則
及び同施行規則

13,000 0 0 0 13,000 議会事務局

354
全国都市問題会議出席
者負担金（事務局運営
管理費）

地方自治の本旨に沿い、
都市の興隆発展を図るこ
とを目的とする。

全国都市問題会議の開
催・運営に係る費用を負
担する。

会議出席者負担金
　1人13,000円

〇 1人
全国市議会議長会会則
及び同施行規則

13,000 0 0 0 13,000 議会事務局

355
全国議事記録議事運営
事務研修会負担金

地方議会会議録の品質向
上並びに議事運営に関す
るスキルアップを図るこ
とを目的とする。

地方議会会議録の品質向
上並びに議事運営に関す
るスキルアップを図るこ
とを目的とした研修への
参加費用を負担する。

研修会参加費
　1人15,000円

〇 1人
全国議事記録議事運営
事務研修会実施要領

15,000 0 0 0 15,000 議会事務局

356
全国市区選挙管理委員
会連合会分担金

運営に要する経費は、負
担金（分担金）等をもっ
て充てられ、市区選挙管
理委員会の業務の円滑な
運営、選挙の管理執行及
び選挙啓発等の改善研究
を図る。

会員市区相互間及び支部
相互間の連絡調整・機関
誌その他選挙に関する図
書及び資料の刊行・研究
会、講習会等の開催に関
すること等

（令和５年１月１日住基人
口×17銭）＋均等割１市区
19,000円
東京支部分担金
　１市5,000円

○ １団体
全国市区選挙管理委員
会連合会規約

58,200 0 0 0 58,200
選挙管理委員会事務
局

357
東京都市選挙管理委員
会連合会分担金

運営に要する経費は、各
市の負担金及びその他の
収入をもって充てられ、
選挙の管理執行及び啓発
宣伝に資すると共に会員
相互の連携を密にし、
もって会の充実発展を図
る。

選挙に関する法規の調査
研究・選挙及び啓発に関
する情報の収集交換、相
互間の連絡協力・会員及
び事務局職員の研修に関
すること等

（令和５年４月１日住基人
口×10銭）＋均等割１市
65,000円

○ １団体
東京都市選挙管理委員
会連合会会則

85,100 0 0 0 85,100
選挙管理委員会事務
局

358
東京都市明るい選挙推
進協議会連合会負担金

運営に要する費用は、負
担金及びその他の収入を
もって充てられ、各市の
明るい選挙の推進運動に
協力し、会員相互の連絡
調整をはかり選挙の明朗
化の推進を図る。

明るい選挙推進に関する
企画、研究、研修、調
査、情報資料の収集及び
配布に関すること等

１市5,000円
総合保障保険負担金8,960
円

○ １団体
東京都市明るい選挙推
進協議会連合会会則

13,960 0 0 0 13,960
選挙管理委員会事務
局
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

№ 事業名称 根拠（法令等）
令和６年度
決　算　額

（円）

財　　源　　内　　訳
（円）

所　管　課

令和６年度西東京市補助金・負担金の概況

事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

359
選挙運動費用公費負担
金（市長選挙執行費）

国又は地方公共団体が選
挙運動費用を負担して候
補者の選挙運動を行うに
あたり便宜を供与するこ
とで、候補者間の選挙運
動の機会均等を図る。

西東京市長選挙に立候補
する候補者に対し、選挙
運動用自動車の費用及び
ポスター作成費等につい
て公費で負担すること。

選挙運動用自動車関連
借上料 @16,100円×7日
燃料費 @7,700円×7日
運転費 @12,500円×7日
選挙運動用ビラ
作成費 @7.73円×16,000枚
選挙運動用ポスター
作成費 @1,923円×229枚
選挙運動用通常葉書
郵送料 @63円×8,000枚

○ ３人

公職選挙法第141条8
項、143条15項
西東京市議会議員及び
西東京市長の選挙にお
ける選挙運動の公費負
担に関する条例

3,844,069 0 0 0 3,844,069
選挙管理委員会事務
局

360
選挙運動費用公費負担
金（市議会議員補欠選
挙執行費）

国又は地方公共団体が選
挙運動費用を負担して候
補者の選挙運動を行うに
あたり便宜を供与するこ
とで、候補者間の選挙運
動の機会均等を図る。

西東京市議会議員選挙に
立候補する候補者に対
し、選挙運動用自動車の
費用及びポスター作成費
等について公費で負担す
ること。

選挙運動用自動車関連
借上料 @16,100円×7日
燃料費 @7,700円×7日
運転費 @12,500円×7日
選挙運動用ビラ
作成費 @7.73円×4,000枚
選挙運動用ポスター
作成費 @1,923円×229枚
選挙運動用通常葉書
郵送料 @63円×2,000枚

○ ３人

公職選挙法第141条8
項、143条15項
西東京市議会議員及び
西東京市長の選挙にお
ける選挙運動の公費負
担に関する条例

2,252,449 0 0 0 2,252,449
選挙管理委員会事務
局

361

候補者個人演説会公営
施設使用公費負担金
（衆議院議員選挙執行
費）

国又は地方公共団体が選
挙運動費用を負担して候
補者の選挙運動を行うに
あたり便宜を供与するこ
とで、候補者間の選挙運
動の機会均等を図る。

選挙運動のための個人演
説会を開催する際に、公
営施設を使用する場合
は、その使用料は無料と
する。（国または地方公
共団体が負担）

使用する公営施設の使用料
ただし
①候補者1人につき同一施
設1回限り
②5時間以内

○ １人
公職選挙法第161条
公職選挙法第164条

17,720 0 0 0 17,720
選挙管理委員会事務
局

362
マルチペイメント推進
協議会負担金

代金等の支払について、
顧客の利便性の向上、収
納機関の事務効率化を図
り、以って新たな仕組み
としてマルチペイメント
ネットワークの使用に関
する意見集約、普及及び
利用促進策の展開を図る
こと等を目的とする。

１ 日本マルチペイメント
ネットワーク運営機構
（以下「運営機構」とい
う。）等からの諮問によ
る、本ネットワークの使
用及びサービス内容に関
する意見具申
２ 運営機構からの委嘱に
よる、本ネットワークの
システム仕様の開示
３ 本ネットワークの普及
及び利用促進策の展開
４ その他本会の目的を達
成する為に必要な活動

特別会員となりマルチペイ
メントネットワークに参加
するため、推進協議会で規
定された会費を負担する。

○ １団体
日本マルチペイメント
ネットワーク推進協議
会定款及び会員規程

100,000 0 0 0 100,000 会計課

363
東京都市監査委員会負
担金

東京都市監査委員相互の
連けいを密にして、監査
委員制度の円滑な運営を
図ることを目的とする。

1 監査に関する調査、研
究会及び発表並びに資料
の交換
2 監査に関する研究会及
び講演会の開催
3 監査委員の表彰
4 その他この会の目的達
成に必要な事業

年会費29,000円

○ １団体
東京都市監査委員会規
約

29,000 0 0 0 29,000 監査委員事務局
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事業目的

内　　　　　　　容 対　　　　象

364
全国都市監査委員会負
担金

全国都市監査委員相互の
連絡を密にし、監査委員
制度の円滑なる運営とそ
の健全なる発達を図るこ
と。

1 都市監査委員相互の意
思のそ通及び連絡
2 監査委員制度に関し、
関係官庁その他への陳
情、請願及び意見の上申
3 監査に関する研修会、
講演会の開催
4 監査に関する調査研究
資料等の発表交換
5 その他必要なこと

年間費56,000円

〇 １団体
全国都市監査委員会会
則

56,000 0 0 0 56,000 監査委員事務局

365
関東都市監査委員会負
担金

関東都市監査委員相互の
連絡と、監査委員制度の
進歩発展を図ること。

1 監査に関する調査、研
究の発表及び資料の交換
2 監査に関する研修会及
び講演会の開催
3 監査委員の表彰
4 その他この会の目的達
成に必要な事業

年間費17,000円

〇 １団体
関東都市監査委員会規
約

17,000 0 0 0 17,000 監査委員事務局

366
北多摩地区農業委員会
連合会負担金

農地法等の事務を行う行
政委員会として、共通の
問題を調査・研究するこ
とを目的とする。

市町村の農家個数及び農地
面積の割合で決定する。

○ １団体
北多摩地区農業委員会
連合会規約

45,000 0 0 0 45,000 農業委員会事務局

367 東京都農業会議会費

農業及び農家に関し、広
汎な業務を行う法人であ
る農業会議の運営に関
し、「賛助員制度」によ
り運営することを目的と
する。

東京都農業会議会則に従い
区市町村賛助員協議会にお
いて、決定する。

○ １団体
農業委員会等に関する
法律

415,900 0 0 0 415,900 農業委員会事務局
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